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建設環境委員会会議録 

 

平成２９年１０月２６日 木曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ２時４２分閉議（実時間２０４分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第８６号・平成２８年度八代市一般会

計歳入歳出決算（関係分） 

１．議案第９１号・平成２８年度八代市農業集

落排水処理施設事業特別会計歳入歳出決算 

１．議案第９２号・平成２８年度八代市浄化槽

市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  中 村 和 美 君 

副委員長  百 田   隆 君 

委  員  太 田 広 則 君 

委  員  谷 川   登 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  堀   徹 男 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

監査委員       江 﨑 眞 通 君 

会計管理者      村 川 康 弘 君 

市民環境部長     國 岡 雄 幸 君 

 市民環境部次長   潮 崎   勝 君 

 理事兼廃棄物対策課長 山 口   修 君 

 環境センター建設課長 山 口 敏 朗 君 

 環境課長      武 宮   学 君 
 
 環境課副主幹 
           中 川 順 一 君 
 兼環境保全係長 
 

建設部長       湯 野   孝 君 

 建設部次長     松 本 浩 二 君 

 土木課長      西   竜 一 君 

 建設政策課長    涌 田 直 美 君 
 
 建築住宅課課長補佐 
           森 田 健 治 君 
 兼住宅係長 
 

 建築指導課長    宮 端 晋 也 君 

 下水道総務課長   西 田 修 一 君 
 
 下水道総務課副主幹 
           吉 永 哲 也 君 
 兼水洗化促進係長 
 

                              

○記録担当書記     鶴 田 直 美 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（中村和美君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり） 

 定刻となり、定足数に達しておりますので、

ただいまから建設環境委員会を開会いたしま

す。 

 本日は、本委員会に付託されました決算議案

につきまして、閉会中審査を行うことといたし

ております。審査に入ります前に、まず、決算

審査の進め方について説明いたします。 

 まず、審査方法についてですが、これは１０

月２０日の本委員会でも報告いたしましたが、

まず一般会計決算の歳出及び各特別会計決算の

歳出の審査については、平成２８年度における

主要な施策の成果に関する調書及び土地開発基

金の運用状況に関する調書に基づいて、また各

特別会計の歳入の審査については、平成２８年

度八代市特別会計歳入歳出決算書に基づいて説

明を聴取し、監査委員からの審査意見書も含め

たところで質疑を行うことといたしておりま

す。 

 また、審査の流れといたしましては、それぞ

れの決算ごとに質疑、討論、採決を行う予定と

しております。 
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 そのほかの審査方法については、お手元に配

付しておりますような方法で進めさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、審査の日程についてですが、事前に配

付の日程表のとおり、審査の進行によっては、

予定している審査項目をあすの予備日に繰り越

すことも考えられます。 

 以上、本委員会の審査がスムーズに進みます

ように、委員の皆様方の御協力をお願いいたし

ます。 

                              

◎議案第８６号・平成２８年度八代市一般会計

歳入歳出決算（関係分） 

○委員長（中村和美君） それでは、本委員会

に付託されております決算議案３件の審査に入

ります。 

 まず、議案第８６号・平成２８年度八代市一

般会計歳入歳出決算中、当委員会関係分を議題

とし、執行部より説明を求めます。 

 それでは、第４款・衛生費及び第１０款・災

害復旧費中、市民環境部関係分について、市民

環境部から説明を願います。 

○市民環境部長（國岡雄幸君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）市民環境部長の國岡でございます。 

 議案第８６号・平成２８年度八代市一般会計

歳入歳出決算の審査に当たりまして、市民環境

部が所管をいたします主な事業につきまして、

まず、私のほうから総括をさせていただきたい

と思います。済みません。着座で説明をいたし

ます。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○市民環境部長（國岡雄幸君） まず、歳出決

算の状況でございますが、資料につきまして

は、平成２８年度における主要な施策の成果に

関する調書などを用いまして、御説明いたしま

す。 

 それでは、主要施策の調書（その１）の１２

ページをごらんいただきたいと思います。 

 歳出決算の状況でございますが、（イ）目的

別の款４・衛生費でございます。衛生費欄に

は、健康福祉部所管分と市民環境部所管分を含

めた決算額が記載されております。 

 款４・衛生費の支出済額は、上の表の（イ）

目的別の表で、中央の支出済額（Ｂ）の列の４

段目でございますけれども、６５億１６０万６

０００円で、右のほうですが、執行率は９６.

０％、歳出総額に対する構成比は１０.５％で

ございまして、前年度と比較して、平成２７年

度の決算が４４億２７７３万８０００円であり

ましたので、前年度比較２０億７３８６万８０

００円、４６.８％の増となっております。 

 その主な内容でございますが、廃棄物対策費

の環境センター建設事業に伴う施設本体の工事

に着手したことが主なものでございます。 

 なお、詳細につきましては、後ほど潮崎次長

のほうから説明をいたしますので、よろしくお

願いいたします。 

 それでは、総括につきましては、おおむね斎

場関連、公害対策関連、一般廃棄物処理関連、

環境センター建設関連、それとし尿処理関連の

５点に分けまして御説明させていただきます。 

 まず１点目、斎場関連につきましては、これ

までも斎場の各設備の経年劣化等に対応した維

持補修を行ってまいりました。平成２８年度

は、火葬炉設備等修繕や待合室及び渡り廊下の

屋上防水工事、それと高圧受変電設備修繕等を

実施いたしまして、適切な維持管理に努めたこ

とで、昭和５５年に供用開始以来、市斎場は年

１日の休業日であります元旦以外は滞ることな

く確実に運転稼働できたところでございます。

今後は、策定いたしました延命化計画を含む施

設整備構想に基づきまして、計画的な整備改修

に努め、斎場の延命化対策を進めてまいりま

す。 

 ２点目の公害対策関連につきましては、いわ
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ゆる典型７公害と言われます事象の中で、市の

自治事務であります騒音、振動、悪臭対策のほ

か、事業所等と締結しております環境保全協定

等を運用し、良好な生活環境が保全されるよう

公害規則や指導事務等を適切に実施しておりま

す。 

 九州新幹線の騒音、振動につきましては、昨

年度は熊本地震の影響により、防音壁の一部欠

落や運行ダイヤの変更等があっておりまして、

通常の運行状況ではありませんでしたが、地震

後、騒音、振動がひどくなったように感じると

の声が、複数本市に寄せられていたため、市と

いたしましては、２７年度に引き続き平成２８

年９月から１２月にかけまして、新幹線騒音・

振動測定を実施してきたところでございます。

その結果、騒音レベルの上昇が確認されました

ことから、本年１月に鉄道・運輸機構及びＪＲ

九州を直接訪問いたしまして、環境基準の達成

等について要望を行っております。 

 その他、地球温暖化対策の一環といたしまし

て、平成２１年度から取り組んでおります市民

の個人住宅に対する太陽光発電システム設置費

補助金も継続し、再生可能エネルギー利用の促

進を図ってきたところでございます。 

 ３点目、一般廃棄物処理関連についてでござ

いますが、平成２８年４月の熊本地震で発生い

たしました災害廃棄物の処理に関しては、市内

２カ所に仮置き場を設置いたしまして、１６６

５トンの廃棄物の収集と処分を行いました。ま

た、６月からは地震で被災した家屋等の解体を

行うため、八代市損壊家屋等解体支援事業に着

手いたしました。当初は、年度内に完了する見

込みでございましたが、罹災証明の発行が続い

ていたことなどから、解体申請の申し込み期限

を平成２８年１２月２８日までとしたことによ

り、事業を次年度に繰り越すこととなりまし

た。 

 なお、平成２８年度内には解体予定数２８０

件のうち１４０件の解体を終えているところで

ございます。 

 また、清掃センターの管理運営におきまして

も、熊本地震による施設被害を受けましたが、

被害程度の調査や緊急補修、さらに廃棄物の場

外処理先の確保などを行い、廃棄物処理業務の

停滞が発生しないように努めてまいりました。

結果的には年間３１４日の稼働を行い、３万２

２３９トンの可燃ごみと５５７９トンの資源物

の処理を行いました。また、焼却量につきまし

ては、炉の整備補修や調節を施しながら、１日

当たりの焼却量を平均８６トンとすることがで

きました。センターでの焼却量を増加させたこ

とによりまして、民間への業務委託経費を軽減

することができた次第でございます。 

 ごみ収集に関しましては、本庁管内、支所管

内ともに平成２７年度に業務委託契約の更改を

行い、継続した家庭ごみの収集を実施いたして

おります。 

 支所管内の収集運搬業務委託では、平成２７

年度に制限つき一般競争入札を実施したところ

でございますが、この一般競争入札が違法であ

るとして、千丁支所管内の委託契約について本

市を被告とする裁判が提起されたことに続きま

して、本市が行った一般廃棄物収集運搬業許可

更新が裁量権を逸脱しているため取り消しを求

めるという裁判が、平成２８年８月に提起され

ております。 

 本市といたしましては、弁護士を代理人と

し、本市の実施した一般競争入札及び許可更新

処分については何ら違法性はないため、原告の

主張の全面的な棄却を求める主張を行っている

ところでございます。 

 続きまして４点目、環境センター建設関連に

つきましては、平成２８年度に環境センターの

施設本体工事に着手しております。４月には熊

本地震の影響により、４カ月工事を中止せざる

を得ない状況でしたが、その後は順調に進みま
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して、エネルギー回収推進施設では基礎くいや

ごみピットなどの地下構造物を施工しておりま

す。マテリアルリサイクル推進施設でも基礎く

いを施工し、また敷地周辺の外溝部の排水構造

物などを施工いたしております。 

 なお、平成２９年度からＤＢＯ事業、市直営

事業ともに地上建築物の工事を初め、各種プラ

ント設備の設置を行い、平成３０年７月からの

ごみ受け入れ開始を目指し、工事を進めてまい

ります。 

 ５点目、し尿処理関連につきましては、トイ

レのくみ取りし尿と浄化槽から発生します汚泥

の処理を実施しているもので、昭和３５年の供

用開始から５７年が経過いたしました衛生処理

センターと、平成１８年に供用開始しました浄

化槽汚泥処理施設の２カ所で実施しておりま

す。両施設とも、搬入されたし尿と汚泥の処理

は、年度当初の処理計画のとおり実施できてお

ります。 

 しかし、衛生処理センターにつきましては、

老朽化が著しく、処理能力の低下や緊急停止な

どの事態も懸念されますことから、今後とも計

画的に改修を行ってまいります。 

 最後になりますが、市民環境部が所管する業

務につきましては、環境課、廃棄物対策課、環

境センター建設課の部内３課が相互に連携いた

しまして、市民の皆様の毎日の生活と大きなか

かわりを持っていることなどを部内で共有し、

本市のさらなる環境行政の推進に努めてまいり

たいと考えております。 

 以上、市民環境部が所管いたします一般会計

の決算の総括とさせていただきます。 

○市民環境部次長（潮崎 勝君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）市民環境部の潮崎でございます。本日は

よろしくお願いいたします。これから先は着座

して説明させていただきますが、よろしいでし

ょうか。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○市民環境部次長（潮崎 勝君） ありがとう

ございます。 

 まず、説明の流れですが、最初にこちら、２

８年度における主要な施策の成果に関する調書

及び土地開発基金の運用状況に関する調書その

１、タイトルが長うございますので、これから

先は、主要施策の調書と呼ばせていただきま

す。これをもちまして、市民環境部所管の衛生

費と災害復旧費に関する主要な事業について説

明いたします。 

 それが終わりまして、次に平成２８年度八代

市一般会計歳入歳出決算書、こちらを用いまし

て流用の説明をさせていただきます。よろしく

お願いします。 

 それでは早速、主要施策の調書８１ページを

お開きください。 

 最初に、説明の順番を申し上げます。まず、

左上の事業名、次に事業概要、次に平成２８年

度の決算額、それと歳出内容を説明いたしま

す。翌年度への繰り越しがある事業、特定財源

を充当している事業、不用額が大きい事業につ

きましては、随時説明を加えることといたしま

す。最後に、今後の方向性について説明を行い

ます。 

 では、斎場施設整備事業から順次説明いたし

ます。 

 松崎町にあります八代市斎場は、昭和５５年

の供用開始から５６年が経過しており、施設の

老朽化が進んでおります。計画的な改修を行い

ながら、施設の維持管理に努めております。決

算額は２２８８万４０００円で、火葬炉設備等

修繕８３１万６０００円、待合棟及び渡り廊下

棟の屋上防水工事８３７万円などの改修費と火

葬設備等保守点検業務委託４６万５０００円の

委託料が主なものでございます。 

 今後の方向性については、施設の延命化計画

に基づき、これまでどおり安定的な運転と維持
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管理の継続が必要なことから、市による現行ど

おりの実施としております。 

 次に、生活環境事務組合負担金事業（火葬

場）でございます。ここでまず、資料の訂正を

お願いいたします。歳出内訳の最後のほう、遺

体保険料となってございますが、正確には遺体

保管料でございました。訂正方をお願いいたし

ます。申しわけございません。 

 この事業は、八代生活環境事務組合が運営す

る東陽町の火葬場について、施設運営に関する

負担金と市斎場と組合斎場の両施設を八代市と

氷川町の両住民が同一料金で利用できるように

する斎場相互利用負担金を支出するものであ

り、決算額は３４６１万６０００円となってお

ります。 

 歳出の内容ですが、施設運営の負担金割合

は、組合規約で定められており、共通経費割が

３０％、国勢調査人口割が７０％となっており

ます。計３２３８万４０００円を負担いたしま

した。 

 斎場相互利用負担金とは、それぞれの施設の

管内料金と管外料金の差額を負担金として納め

合う制度で、平成１８年度から行っており、平

成２８年度は大人１４７件、子供１件と遺体保

管料１件の計２２３万２０００円の支出となっ

ております。その他特定財源１２万円は、氷川

町民が市斎場を利用した大人８件分の負担金収

入でございます。 

 今後の方向性については、氷川町及び事務組

合との連携を深めながら、現行どおり実施して

まいります。 

 ８２ページをお開きください。 

 狂犬病予防対策事業でございます。この事業

は、犬の登録や狂犬病の予防注射済票の交付及

び狂犬病予防の集合注射などを市内各所の会場

にて行うものでございます。決算額は２７８万

５０００円で、臨時職員の賃金及び社会保険料

５４万６０００円、飼い主への集合注射の周知

及び催告状の郵便料７０万７０００円、獣医師

会畜犬登録事務手数料８９万５０００円が主な

ものでございます。 

 なお、その他特定財源２７８万５０００円

は、犬の登録及び狂犬病予防注射済票の交付手

数料でございます。また、不用額が５０万２０

００円生じておりますが、動物病院での犬の登

録や狂犬病予防注射済票の交付件数が予定より

少なかったことによる委託料の残や、野犬捕獲

実施校区がなかったことによる報償費の残など

が主な理由でございます。 

 今後の方向性としては、市による実施（要改

善）としておりますが、平成２９年度は予防接

種率の向上に向けた啓発の強化に加え、未接種

の犬の飼い主に対して催告書を２回送付すると

ともに、高齢な犬に対する状況確認の徹底な

ど、これらの改善策を講じることとしておりま

す。 

 次に、小型合併処理浄化槽設置整備事業でご

ざいます。 

 この事業は、建設部の所管する事業でござい

ますが、衛生費に属しますので、私のほうから

説明させていただきます。 

 この事業は、生活排水による水質汚濁を防止

するため、公共下水道事業や農業集落排水事業

及び浄化槽市町村整備推進事業などの事業区域

以外の地域において、合併処理浄化槽を個人で

設置する市民に対し補助を行うものでございま

す。決算額は５５４０万５０００円で、５人槽

から１０人槽までの計１４６基分に対する補助

金５３５７万円が主なものでございます。 

 なお、特定財源として、国庫支出金１４３７

万３０００円、県支出金１７９９万４０００円

を充当しております。 

 また、不用額２００８万６０００円が生じて

おりますが、これは浄化槽設置見込み１９０基

に対し、実際の設置数が１４６基となったため

でございます。 
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 今後の方向性についてですが、個人による合

併処理浄化槽設置を後押しする本事業は、人口

が集中する区域以外では、経済的かつ効果的な

支援策でございますので、今後も引き続き推進

していく必要があり、市による現行どおりの実

施としております。 

 ８３ページ、環境保全対策事業でございま

す。 

 この事業は、主に公害発生源に対する調査と

して、工場排水や悪臭、騒音、振動等の調査を

実施するものでございます。決算額は５３９万

７０００円で、大気汚染監視局維持管理業務委

託１３３万５０００円、自動車騒音常時監視業

務委託１４５万８０００円が主なものでござい

ます。特定財源の国県支出金１７万６０００円

は、県からの権限委譲事務市町村交付金でござ

います。不用額９５万３０００円は業務委託の

入札残が主なものでございます。 

 今後の方向性については、市に権限が付与さ

れた公害規制業務を中心に、定期的、継続的に

調査を実施し、公害の未然防止や環境負荷の低

減に対する継続的な対応が必要なことから、市

による現行どおりの実施としております。 

 次に、地球温暖化対策推進事業でございま

す。 

 この事業は、家庭における温室効果ガスの排

出削減を図るため、住宅用太陽光発電システム

の設置に対する補助を行うほか、地球温暖化問

題に関する啓発を実施するものでございます。

決算額は９５９万１０００円で、住宅用太陽光

発電システム設置費補助金８１２万８０００円

が主なものでございます。不用額５４１万５０

００円は、太陽光発電システム設置費補助金に

関しまして１８５件の予算措置を行っておりま

したが、実際の申請が１１４件と少なかったこ

とが主な理由であります。 

 今後の方向性については、近年、国県などの

補助金廃止、電力買い取り制度の見直しによ

り、補助申請件数が減少傾向にありましたの

で、平成２８年度に再生可能エネルギーの新た

な普及利用促進方策の検討を行ったところでご

ざいます。 

 そこで、平成２９年度から住宅用太陽光発電

システムへの補助に加えまして、補助対象設備

に蓄電池を追加したところでございます。当面

は、この補助制度の周知や活用促進を図ること

が必要と考えますので、市による現行どおりの

実施としております。 

 ８４ページをお開きください。産業廃棄物対

策事業でございます。 

 この事業は、昭和、二見、坂本地区にある廃

棄物最終処分場の周辺環境調査及び敷川内環境

保全用地近隣の地下水の調査、そのほかに不法

投棄や野焼きの巡回や監視などを実施するもの

でございます。決算額は５７０万４０００円

で、不法投棄監視指導員２名分の賃金３６６万

６０００円、最終処分場周辺の水質分析等委託

５６万１０００円が主なものでございます。 

 なお、特定財源で、県の補助金２０万４００

０円を充当しております。不用額４３万７００

０円は、入札残が主なものでございます。 

 今後の方向性についてですが、本事業は、住

民の生活環境への不安解消のために必要である

こと。また、不法投棄監視指導員については、

事案発生の抑止効果などの観点から、現行の体

制のまま継続する必要があると考えまして、現

行どおり市による実施としております。 

 次に、ごみ減量化対策事業でございます。 

 この事業は、家庭や事業所から排出されるご

みの減量化に向けた啓発活動を行うことによ

り、再資源化と焼却ごみの低減を図るものでご

ざいます。決算額は５６３万８０００円で、市

報と新聞に折り込む年２回のチラシ作成費１１

３万４０００円、生ごみ堆肥化容器等設置助成

金１３６万４０００円、ごみ減量アドバイザー

２名分の賃金２７２万８０００円が主なもので
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ございます。不用額１２９万６０００円は、生

ごみ堆肥化容器等設置助成金の執行残が主なも

のでございます。 

 今後の方向性についてですが、平成３０年度

には環境センターが稼働することになりますの

で、これまで取り組んできたごみ減量化対策に

加え、再利用や再資源化を目指す３Ｒの推進、

いわゆる循環型社会の推進が新たな目標課題と

なってきます。そこで、事業所ごみの減量対策

の一環として取り組んできたごみ減量アドバイ

ザーの活用にかわる新たな啓発活動の検討を行

っていく必要がございます。 

 平成３０年度に稼働する環境センターでは、

環境学習エリアの活用が始まりますが、この学

習メニューの中で、新たな目標課題である循環

型社会の推進に向けた啓発活動や具体的な手法

を、各事業所や市民の皆様に発信していくこと

としております。このようなことから、市によ

る実施（民間委託の拡大・市民などとの協働な

ど）としたものでございます。 

 ８５ページ、環境センター建設事業でござい

ます。 

 この事業は、老朽化した清掃センターにかわ

り、新たな一般廃棄物処理施設として、八代市

環境センターを建設し、これに伴う調査などの

業務委託を行うものでございます。 

 決算額は２７億８５２５万６０００円で、工

事費としてエネルギー回収推進施設工事１５億

７９６８万５０００円、マテリアルリサイクル

推進施設、管理棟、車庫洗車棟工事１０億６８

５３万９０００円、売電用の送電設備として九

州電力への工事負担金１億６５０万７０００円

が主なものでございます。 

 翌年度への繰越額は１８億２５１４万５００

０円で、このうち繰越明許費が１１億３６８万

４０００円、継続費の繰り越しでございます逓

次繰越費が７億２１４６万１０００円となって

おります。これらは熊本地震の影響で工事期間

を延長したのが主な理由でございます。 

 不用額２８５１万２０００円は、九州電力へ

依頼した工事負担金の予定額と実施額の差額分

でございまして、２７１５万８０００円が主な

ものでございます。 

 歳入財源内訳は、国庫支出金として環境省の

循環型社会形成推進交付金７億４６７３万５０

００円、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助

金１００９万１０００円、地方債として合併特

例債１３億５６９０万円、その他特定財源とし

て市有施設整備基金繰入金５億８８６９万５０

００円となっております。 

 なお、歳入の括弧書きにございます、国庫支

出金と基金繰入金のそれぞれの決算額との差額

は翌年度への繰越充当財源につきましては、総

務委員会での歳入決算の審査対象となります。 

 今後の方向性ですが、平成３０年１０月の環

境センター供用開始に向けて、現行どおり実施

してまいります。 

 次に、ごみ収集管理事業でございます。この

事業は、各家庭から排出される一般廃棄物をス

テーション方式の収集体制を採用することによ

り、計画的かつ効率的に収集するものでござい

ます。決算額は２億７６８５万２０００円で、

有料指定袋の作成費４９９２万９０００円、販

売手数料９９６万３０００円、販売代金収納業

務委託１４８１万６０００円、本庁・各支所管

内の収集業務委託６件、合わせまして１億７９

９７万７０００円、これらが主なものでござい

ます。 

 なお、その他特定財源４万７０００円は、一

般廃棄物処理業等の許可手数料４万７０００円

でございます。不用額４１８万８０００円は、

各種業務委託の入札残が主なものでございま

す。 

 今後の方向性ですが、収集業務は既に民間業

者に全て委託しておりますが、環境センター供

用開始に向け、収集体制の見直しを行うことが
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必要でありますことから、市による実施（民間

委託の拡大・市民などとの協働など）としてお

ります。 

 ８６ページをお開きください。ごみ処理施設

管理運営事業でございます。 

 この事業は、中北町の清掃センターにおい

て、一般廃棄物の適正な焼却と処分及びごみ焼

却関連施設や資源化関連施設などの適正な維持

管理を図りながら、ごみの焼却処分と資源物の

リサイクル化の業務を行うものでございます。

決算額は４億９７９８万３０００円で、焼却処

理施設運転管理業務委託１億４０４０万２００

０円、資源化物処理・資源化施設管理業務委託

３７２２万８０００円、焼却灰等の処分業務委

託１億１０７９万６０００円、可燃性一般廃棄

物処理業務委託５５７８万８０００円、資源物

減容機等運転及び資源ストックヤード管理、一

般搬入受付業務委託３６５８万円が主なもので

ございます。 

 その他特定財源３億２８５２万３０００円

は、搬入ごみ処理手数料収入１億２５３１万６

０００円、有料指定袋ごみ処理手数料収入２億

２９１万８０００円が主なものでございます。

不用額５０３４万５０００円は、焼却灰の発生

が少なかったことによる最終処分費用の残額１

４７６万１０００円、高度排ガス処理に使用す

る薬品等の使用が減少したことによる消耗品費

の残額８６１万２０００円。その他に業務委託

の入札残が主なものでございます。 

 今後の方向性については、環境センターが供

用開始するまでは、中北町の清掃センターの運

転を継続する必要がございますので、市による

現行どおりの実施としております。 

 次に、ごみ処理施設整備事業でございます。 

 この事業は、老朽化した清掃センターのごみ

処理施設について、延命化を図るため、整備、

修繕を行うものでございます。決算額は９３９

８万５０００円で、焼却炉整備修繕５８６８万

８０００円、１号・２号バグフィルターヒータ

ー取りかえ等修繕１４４５万円、バグパルスコ

ントローラー等取りかえ修繕２２９万円が主な

ものでございます。 

 今後の方向性は、先ほどと同じく環境センタ

ー供用開始までに市による現行どおりの実施と

しております。 

 次に、８７ページ、分別収集事業でございま

す。 

 この事業は、各家庭で資源物を分別し、集積

所まで排出していただき、市がその収集を実施

し、減容化、再資源化、再商品化に努め、燃え

るごみの減量化を図るものでございます。決算

額は１億５１１６万３０００円で、本庁管内の

資源物収集運搬業務委託１億２４４１万６００

０円、鏡支所の資源物収集業務委託１８６２万

４０００円が主なものでございます。その他特

定財源１２０３万１０００円は、再資源化物販

売納付金１１６０万５０００円、再商品化合理

化拠出金４２万６０００円でございます。 

 今後の方向性については、ごみ収集管理事業

と同じく、環境センター供用開始に向け、収集

体制の見直しを行う必要がございますので、市

による実施（民間委託の拡大・市民などとの協

働など）としております。 

 次に、樹木、剪定くずリサイクル事業でござ

います。この事業は、市内の家庭や事業所の剪

定作業や樹木の伐採等で発生した枝や葉を八代

ソイルへ直接搬入し、破砕機にかけチップに

し、堆肥化を行うものでございます。決算額は

６００万５０００円で、全額八代ソイルへの業

務委託料でございます。 

 その他特定財源１６６万３０００円は、搬入

ごみ処理手数料収入でございます。不用額４６

万５０００円は、八代ソイルへの持ち込み量が

予定より少なかったための委託料の執行残でご

ざいます。 

 今後の方向性ですが、市民への当該事業のさ
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らなる周知と利用促進を図り、樹木剪定くずの

リサイクル率を高めることが必要と考え、現行

どおり市による実施としております。 

 ８８ページをお開きください。生活環境事務

組合負担金事業（じんかい）でございます。 

 この事業は、氷川町にございます八代生活環

境事務組合のクリーンセンターにおいて、一般

廃棄物を適切に処理し、管理運営するため、関

係市町村が負担金を支出するものでございま

す。決算額は２億９９０万１０００円となって

おります。負担金の割合は組合規約で定められ

ており、共通経費割が３０％で６２８８万１０

００円、国調人口割が２０％で４２５６万５０

００円、収集量割が５０％で１億４４５万５０

００円、それぞれを八代市が負担いたしまし

た。 

 今後の方向性ですが、環境センターの建設に

伴い、クリーンセンターでの廃棄物受け入れ

が、今後氷川町のみとなりますことから、負担

金割合の変更について協議を進めている状況で

あり、環境センターのごみ受け入れ開始までは

現行どおり実施してまいります。 

 次に、一般廃棄物収集運搬業務委託契約訴訟

関係事業でございます。 

 この事業は、平成２７年度に本市が実施した

千丁支所管内一般廃棄物収集運搬業務委託に係

る一般競争入札が違法であり、また平成２８年

３月に本市が行った一般廃棄物収集運搬業許可

更新処分が違法であるとして、本市を被告とす

る訴訟が提起されたことにより対応することと

なったものでございます。決算額１２１万円

は、全額訴訟事務委託料としての弁護士への報

酬でございます。 

 今後の方向性についてですが、本市を被告と

する訴訟を提起されたことにより、裁判所から

口頭弁論期日への出頭命令が行われますことか

ら、紛争解決のためには不可欠な事業であると

考え、現行どおり市による実施としておりま

す。 

 ８９ページ、ごみ処理施設運営事業（災害関

連）でございます。 

 この事業は、熊本地震により被災した清掃セ

ンターの焼却施設が復旧するまでに要した被災

関係施設運営経費でございます。決算額は３５

５３万８０００円で、煙突調査委託１２７万４

０００円、場内の仮置き場設置５６７万円、可

燃ごみの外部処理業務委託２７０４万６０００

円が主なものでございます。その他特定財源２

７０４万６０００円は、ふるさと八代元気づく

り応援基金繰入金１６０８万９０００円と、災

害復旧費寄附金１０９５万７０００円でござい

ます。不用額１９１６万８０００円は、可燃ご

みの外部処理量が見込みよりも抑えられたこと

による運搬費及び処理経費の残額１７７８万４

０００円が主なものでございます。 

 今後の方向性ですが、災害復旧事業は、事前

に予測できない事業でございますが、被災時に

は主体となって早急な対応が求められることか

ら、今後も市による現行どおりの実施としてお

ります。 

 次に、し尿処理施設管理運営事業でございま

す。この事業は、郡築十二番町にございます衛

生処理センターに搬入される生し尿を適正に処

理し、円滑な施設管理運営を行うものでござい

ます。決算額は３６４５万８０００円で、施設

の電気料６１０万５０００円、施設運転管理業

務委託２３４３万６０００円が主なものでござ

います。その他特定財源２８万２０００円は、

一般廃棄物処理事業等の許可手数料収入１８万

２０００円と生活環境費寄附金１０万円でござ

います。不用額４２２万６０００円は、入札残

及び光熱水費の減が主な理由でございます。 

 今後の方向性についてですが、施設の老朽化

が激しいこと、また公共下水道事業や合併浄化

槽の普及などで、くみ取りし尿は減少傾向にあ

るものの、今後も永続的な施設運営が必要とさ
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れることから、現行どおり市による実施として

おります。 

 ９０ページをお開きください。し尿及び汚泥

処理施設等整備事業でございます。 

 この事業は、郡築十二番町の衛生処理センタ

ーと新港町にございます浄化槽汚泥処理施設の

両施設の安全性を確保し、故障による施設受け

入れ停止を防ぐため、適正な補修工事などを行

うものでございます。決算額は９６７万７００

０円で、浄化槽汚泥処理施設サーバー更新業務

委託５４６万５０００円、衛生処理センター沈

殿槽かき寄せ機復旧工事２３７万６０００円が

主なものでございます。不用額４６７万円は、

井戸ポンプ取りかえ工事の取りやめと入札残な

どが主な理由でございます。 

 今後の方向性については、両施設とも運転を

とめることができない施設のため、今後も維持

管理及び補修を行っていく必要がございますの

で、市による現行どおりの実施としておりま

す。 

 次に、し尿処理施設整備事業でございます。 

 この事業は、衛生処理センターの維持管理上

の安全性の確保及びし尿の適正処理を行うこと

により、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を

図るものでございます。決算額は６７４万４０

００円、脱硫剤取りかえ修繕２１０万６０００

円や破砕機ほか点検整備委託１５８万８０００

円が主なものでございます。不用額２３４万３

０００円は、業務委託の入札残が主な理由でご

ざいます。 

 今後の方向性については、市による現行どお

りの実施としておりますが、衛生処理センター

は老朽化が激しく、延命化対策にも限界がある

ため、新施設建設につきまして、今後検討を始

める必要があると考えております。 

 ９１ページ、浄化槽汚泥処理施設管理運営事

業でございます。ここでまた資料の訂正をお願

いいたします。 

 歳出内訳の６番目、し尿処理施設運転管理業

務委託とございます。このし尿ですが、正しく

は浄化槽汚泥処理でございました。申しわけご

ざいません。し尿のほうを浄化槽汚泥と訂正方

お願いいたします。 

 続けます。この事業は、浄化槽汚泥処理施設

において、本庁管内で発生する浄化槽汚泥を適

切に処理し、円滑な施設管理運営を行うもので

ございます。決算額は１億６８５万３０００円

で、下水道使用料１７１２万６０００円、浄化

槽汚泥処理施設運転管理業務委託２９０８万３

０００円、脱水汚泥収集運搬・中間処理業務委

託３７４７万８０００円が主なものでございま

す。不用額１０３４万８０００円は、各種業務

委託の入札残及び汚泥の発生量が当初の見込み

より少なく、中間処理料が削減できたことが主

な理由でございます。 

 今後の方向性については、浄化槽汚泥処理の

必要性が今後も続くことから、市による現行ど

おりの実施としておりますが、施設から発生す

る脱水汚泥の処理を県外の業者に委託している

状況であります。今後、一般廃棄物処理施設の

確保について検討が必要かと考えております。 

 次に、生活環境事務組合負担金事業（し尿）

でございます。 

 この事業は、八代生活環境事務組合が運営す

る鏡町の衛生センターにおいて、し尿及び浄化

槽汚泥を適切に処理し、管理運営するため、関

係自治体である八代市と氷川町がそれぞれ負担

金を支出しております。決算額は１億６６４万

２０００円となっております。施設運営の負担

金割合は、組合規約において定められており、

共通経費割が２０％で１９７３万７０００円、

国調人口割が３０％で２９４０万７０００円、

収集量割が５０％で５７４９万８０００円とな

っております。 

 今後の方向性については、氷川町及び事務組

合と協議を行いながら、現行どおり実施してま
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いります。 

 続きまして、款１０・災害復旧費の関係の事

業を御説明いたします。 

 １９４ページをお開きください。下段、衛生

施設災害復旧事業でございます。 

 この事業は、熊本地震により被災した清掃セ

ンターと保健センターの復旧を行い、円滑な維

持管理を行ったものでございます。決算額８１

５９万６０００円のうち、７９５６万７０００

円が清掃センターの復旧費で、残り２０２万９

０００円が保健センターの復旧費であります。

なお、保健センター復旧費につきましては、文

教福祉委員会の審査対象となりますので、ここ

では清掃センターの復旧に関して説明を続けま

す。 

 歳出の内訳ですが、焼却炉整備修繕２３３９

万２０００円、炉基礎部補強修繕２２１４万

円、コンプレッサー等修繕２００６万６０００

円が主なものでございます。特定財源は、国庫

支出金として廃棄物処理施設災害復旧事業費補

助金４４８１万円、地方債として一般廃棄物施

設災害復旧事業債１１２０万円、その他特定財

源として災害復旧費寄附金２２０８万５０００

円を充当しています。不用額９８万６０００円

のうち、９３万４０００円が清掃センター復旧

費関係の不用額でございますが、これらは各修

繕の入札残が主なものでございます。 

 今後の方向性ですが、災害復旧事業は、事前

に予測できない事業でございますが、被災時に

は主体となって早急な対応が求められることか

ら、今後も市による現行どおりの実施としてお

ります。 

 １９５ページ、災害復旧ごみ収集事業でござ

います。 

 この事業は、台風、地震などにより市内に甚

大な被害が発生した場合に実施するもので、平

成２８年度は、熊本地震により家庭から発生し

た災害廃棄物を市内２カ所の仮置き場にて収集

し、品目ごとに分別し適正処理を行ったもので

ございます。決算額は３１０４万円で、仮置き

場の運営業務委託費１２４９万３０００円、仮

置き場の復旧費用２６４万円、災害廃棄物処理

費用１４９１万円が主なものでございます。不

用額が６９２０万８０００円となっておりま

す。これは本事業を計画するに当たり、過去の

台風災害で対応した資料をもとに予算措置を行

いましたが、実際に発生した災害廃棄物が想定

より少なかったため、不用額が出たものでござ

います。 

 今後の方向性ですが、台風、地震などにより

市内に甚大な被害が発生した場合には迅速に対

応する必要がありますし、あくまでも臨時的な

事業でもありますので、現行どおり市による実

施としております。 

 次に、熊本地震損壊家屋等解体撤去事業でご

ざいます。 

 この事業は、熊本地震による損壊家屋等を所

有者にかわって市が解体し、その際に発生する

廃棄物については、仮置き場に分別して収集

し、その後、運搬と処分を行うものでございま

す。 

 本事業は、罹災証明書の発行状況などを考慮

し、受付期間を平成２８年１２月２８日までと

しましたことから、平成２８年度と２９年度の

２カ年で事業を実施することになりました。事

業申請数は３０６件でしたが、最終的に補助対

象件数は２８０件で、そのうち平成２８年度内

に１４０件が完了しております。 

 平成２８年度決算額は５億６３１０万円で、

仮置き場の管理運営業務委託費４９０６万１０

００円、収集運搬業務委託３２１３万円、廃棄

物処分業務１億４７６０万４０００円、解体業

務委託費２億９３１３万８０００円、自費解体

費用補助３５８６万円が主なものでございま

す。特定財源の国庫支出金２億９６６７万円

は、災害等廃棄物処理事業費補助金でありま
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す。翌年度への繰越額は１１億６２９９万６０

００円となっております。不用額が２億円とな

っておりますが、これは事業費の積算に当た

り、罹災証明書の発行件数から解体家屋数を想

定しましたが、最終的な対象家屋数が減少した

ため、不用額を計上いたしたものでございま

す。 

 今後の方向性ですが、本事業が熊本地震の復

興対策事業であり、平成２９年度で終了する事

業であることから、現行どおり実施しておりま

す。 

 最後に、流用につきまして、決算書を用いて

御説明いたします。なお、流用につきまして

は、１件１０万円以上の流用を行った案件につ

いて説明させていただきます。 

 決算書１３８、１３９ページをお開きくださ

い。よろしいでしょうか。 

 款４・衛生費、項１・保健衛生費、目３・斎

場管理費の右側の備考欄をごらんください。節

１１・需用費から節１９・負担金及び交付金へ

８０万５０００円を流用しております。これ

は、生活環境事務組合負担金事業（火葬場）に

おきまして、市の斎場と組合斎場の両施設を本

市と氷川町住民が同一料金で使用できるよう

に、平成１８年度から運用しております斎場相

互利用負担金で、当初９６件を予定していたと

ころでございますが、１４９件となりましたの

で、予算が不足したため流用したものでござい

ます。 

 次に、決算書２０４、２０５ページをお願い

いたします。後ろのほうにいきます。 

 款１０・災害復旧費、項３・厚生施設災害復

旧費、目２・衛生施設災害復旧費の右側の備考

欄でございまして、次の２０６、２０７ページ

にお願いいたします。 

 熊本地震損壊家屋等解体撤去工事の実施に当

たりまして、４件の流用を行っております。ま

ず、節１３・委託料から節４・共済費へ１０万

６０００円流用いたしております。次に節１３

・委託料から節７・賃金へ６９万２０００円を

流用いたしました。この２つの流用は、臨時職

員の雇用経費としたものでございます。 

 ３番目、節１３・委託料から節１４・使用料

及び賃借料へ流用した１０６万円は、熊本地震

損壊家屋等解体撤去事業の工期延長により、仮

置き場で使用している仮説事務所及びトイレの

敷鉄板のリース料、この増額分に充てたもので

ございます。 

 ４番目、節１３・委託料から節１５・工事請

負費へ流用した８６万３０００円は、仮置き場

への水道管の布設費用に充てたものでございま

す。 

 以上をもちまして、市民環境部所管の決算に

関する説明を終わります。御審議のほど、よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 御苦労さんでござい

ました。 

 それでは、以上の部分について質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 

○委員（堀 徹男君） 調書の８４ページの下

の段のごみ減量化対策事業のですね、環境学習

に派遣された講師がされる講習の内容みたいな

のと、回数、それからどういう方が講師として

行かれたのか、それと実績ですね。それの説明

していただきたいと思います。 

○理事兼廃棄物対策課長（山口 修君） それ

では、御説明申し上げます。 

 環境学習の講師の件ですが、これは講師のほ

うは環境団体の方にお願いしてございます。実

績としましては、１９カ所で行っております。

派遣した講師は、計３７名でございました。主

な派遣先としましては、保育園、小学校を主な

訪問先として回っております。件数については

１９カ所でございますが、参加していただいた

人員は、総計１０１１名ということになってお

ります。 
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 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） そしたらですね、今

度、隣の８５ページの環境センター建設事業の

環境学習企画等業務で２７６万５０００円。そ

れだけの金額を使ってどういう企画をされたの

か、もう少し詳しくお願いします。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 環境

学習企画等業務委託につきましては、現在、管

理棟の中に環境学習コーナーというのを整備す

ることにいたしております。その設計業務とい

う形でこの業務委託しとるところで、名称とい

たしまして、こういった名称になっております

けれども、環境学習コーナーのですね、設計業

務、こちらのほうをお願いしたというところで

ございます。 

○委員（堀 徹男君） ２７６万５０００円と

いう金額でですね、その環境学習の企画をせに

ゃいかんだったのかなと。自分たちで何とかで

きなかったのかなと思いますが、その辺はいか

がでしょうか。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） そこ

につきましては、業者と協議をしながら、中の

つくり方、そういったものの、どういったもの

をつくるかというのを設計を行っております。 

 内容につきましては、そういったものは環境

３課のほうで連携しながら決めていくというこ

とで、業者のほうと協議をしながら、それに見

合った設計をしていただくということで、こう

いったものを予算といたしまして、業者のほう

に、そういった物のつくりの設計ですね、こう

いったのをお願いしたということで、学習内容

の企画をしていただいたという部分ではござい

ません。 

○委員（堀 徹男君） わかりました。 

 じゃあ、続けて。それをそれだけの予算かけ

てコーナーつくられて、でまた、そこの講師と

して、先ほどの環境団体のようなところをまた

講師として使われるという計画なんでしょう

か。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 環境

センターの管理棟の中には、そのほかに多目的

室とかですね、視聴覚室、そういったものを備

えておりますので、そういったものとこの環境

学習、いろんなものを使いましてですね、そう

いった講師の方も派遣しながらですね、してい

きたいと考えております。 

 これにつきましては、今、環境３課の中でこ

の運用につきまして、最終的な、どういった運

用をしていくかということを環境３課のほうで

協議をしながら進めているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） わかりました。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（太田広則君） 調書の８８ページ、一

般廃棄物収集運搬業務委託契約訴訟関係事業、

これは済いません、次長さん、多分私の聞き間

違い。１２万１０００円と言われたんだろうと

思いますが、（市民環境部次長潮崎勝君「申し

わけございません」と呼ぶ）弁護士ですね、弁

護士報酬１２１万の間違いじゃないかなと思う

んですが。（市民環境部次長潮崎勝君「はい、

済いません。間違いです」と呼ぶ）これ、済い

ません。どうなってるんでしょうか。もう紛争

解決のための糸口というか、そういうのはどの

ように考えてらっしゃるんでしょう。毎回、弁

護士さんに１２１万かかってるんで、今後の方

向性ちゅうか、紛争解決のための何か糸口等を

お示ししていただければと思いますが。状況も

含めてですね。 

○委員長（中村和美君） まず、潮崎勝市民環

境部次長、訂正、どうぞ。 

○市民環境部次長（潮崎 勝君） 御指摘いた

だきまして、ありがとうございます。正確には

１２１万円が正解でございます。訂正方をお願

いいたします。 
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○理事兼廃棄物対策課長（山口 修君） 御指

摘いただきました訴訟関係でございます。 

 １２１万円の内訳につきましては、着手料が

１０８万円ということになっております。それ

から、日当、これが２万円を１日当たりお支払

いするということで、５回分出ていただいてお

ります。これを合計しましての金額でございま

す。 

 それから、訴訟、裁判の状況でございますけ

ども、現在まで１１回の口頭弁論が行われてき

ております。これまで双方の意見を出し合いな

がらということで主張しながら、裁判が進んで

いるところでございます。結審の見通しその他

については、今のところまだ未定というところ

でございます。 

○委員（太田広則君） 全くもって未定です

か。 

○理事兼廃棄物対策課長（山口 修君） 弁護

士さんともいろいろ話していますが、なかなか

年内とか年度内という近々はちょっと難しいの

かなと。年度を越すんじゃないかというふうな

予想はちょっと承っております。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（太田広則君） はい、終わります。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（田方芳信君） 関連ですけど、なぜこ

ういう問題が。通常どおり正規のやつで入札さ

れたと思うとですよ。その中で、なぜこういう

訴訟が起きるような状況になったんですか。 

○理事兼廃棄物対策課長（山口 修君） 訴え

の内容としましては、一般競争入札自体が違法

であると。市長としての裁量を逸脱していると

いうふうな主張でございます。 

 したがいまして、本来こういうものは一般競

争などになじまないというふうなお考えでの訴

えであったということで、一般競争入札自体の

無効と。 

 それから、自分が、今でもその受託する地位

にあるものであるということの確認を求めると

いうふうな内容でございました。 

 したがいまして、基本的には一般競争入札が

原告とすれば、いけないというふうな主張でご

ざいますけれども、本市としましては、一般競

争入札が必要だったというふうなところで、そ

このところの意見の相違、見解の相違があると

いうところでございます。 

○委員（太田広則君） わかりました。 

○委員長（中村和美君） ほかございません

か。 

○委員（堀 徹男君） ８６ページのですね、

ごみ処理施設管理運営事業、焼却灰の処分の業

務委託１億１０００万。これは、自分のところ

で処理ができないから委託をしてるということ

なんでしょうけど、新しい環境センターができ

て、同じような焼却灰の処理というのは減少が

見込めるんでしょうかね。炉が新しくなって、

よく燃やせるからみたいな形。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 焼却

灰の量といたしましては、熱しゃく減量が変わ

ってまいりますので、減少するというところで

あります。ちょっと今、何％か、何十％かとい

うのは、ちょっと手元に資料持ってきておりま

せんので、お答えできませんけれども、減少す

るというのは確実でございます。 

○委員（堀 徹男君） それは運営自体も委託

をされてたと思うんですけど、その中に含まれ

てるんですかね。それはまた別途に発生するん

ですかね。新しい……。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 今回

の環境センター建設事業に伴いますエネルギー

回収推進施設建設工事、それと運営業務委託、

こちらの入札金額の中に２０年間分の灰処分の

経費のほうも入っております。 

○委員（堀 徹男君） わかりました。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（山本幸廣君） ８５ページ。先ほど
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来、堀委員からも発言があったんですけども、

環境センター建設の事業の中で、数字について

ですね、私から、数字に基づいて発言をします

けども、まずはその不用額の国庫支出金の７億

５６８２万６０００円、翌年度繰越額が数字が

減っておりますが、不用額が２８００万。もと

もと、先ほどの理由については、延長理由かれ

これも言われました。不用額についてはです

ね。不用額については、災害があったというこ

とで、それはもう私は仕方ないと思います。そ

れは理解したいと思いますが、もう少し理解を

するならばということで発言をいたしますの

で。 

 もともと国庫の支出の中で不用額というの

は、この不用額についての２８００万というの

は、国庫の補助金の対象になっとる不用額か

な。 

○委員長（中村和美君） 国庫の対象額になる

不用額かということ。わかりますか。 

○市民環境部次長（潮崎 勝君） 委員御質問

の確認をいたします。不用額２８５１万２００

０円は、九州電力へ依頼した工事負担金の残額

でございます。この工事負担金が補助事業の対

象になるか、ならないかでお答えしたいと思い

ます。 

○委員（山本幸廣君） 座ってよかよ。それ、

今の……。 

○委員長（中村和美君） 今のでいいですか、

山本委員。 

○委員（山本幸廣君） そのとおりです。それ

で答えてください。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 申し

わけございませんでした。ちょっと数字のほう

は、ちょっと私ちょっと見切れずに申しわけご

ざいません。 

 九電負担金、特交の工事をするときに出した

んですけども、こちらのほうも工事負担金につ

きましては、国庫補助の対象となっておりま

す。 

○委員（山本幸廣君） 今、山口課長かな、答

えがあったんですけども、これにひっかかるん

ですよね。要は、不用額というのはいろんな理

由があって、国庫の補助金対象で不用額を出す

ということ自体は、その支出したとこに、もと

に返すというのが、この不用額というのは、そ

ういう１つの力を持っとるわけですよね。そこ

あたりについては理解してますか。委員長、答

弁求めて。 

○委員長（中村和美君） 誰……。（委員山本

幸廣君「誰かわからんたい」と呼ぶ） 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） そこ

はわかっております。 

 ただ、御説明いたしますと、これは国庫補助

金の循環型社会形成推進交付金につきまして

は、年度割、そういったもの……。ちょっと複

雑な交付金になっとりますので、そのまま返還

という形にはつながりませんで、最終年度に、

全体で必要となった交付金額とそのあたりを調

整して、２９年度今年度の決算をもって、それ

を調整するということで、返還が発生するとい

うことではございません。 

 通常の単費のやつですと、返還等そういった

形の手続が出てまいりますけれども、この環境

省の循環型社会形成推進交付金というのは、複

数年度にわたってまいりますので、最終年度で

調整に入ってくるという金額になってまいりま

すので、対象となります額というのが、工事に

使いました金額に対しての交付金額を最終的に

計算をし直して、そこを調整するという形にな

ってまいります。 

○委員（山本幸廣君） 山口課長、そこらあた

りはしっかり位置づけて、自分だけじゃなくし

て、やはり職員がそこらあたりの認識を持って

ですね、やはりこの決算については理由づけを

説明しなければ。私たち素人というのは、はっ

きり言ってから、──素人と言ってはいけない
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んですけれども、この決算書を見てもですね、

伝票も見ることもしないし、領収書を見ること

もしないし、実際にいろんな言いたくなる。中

身についても検討できないというような状況で

す。検討しなければいけないんですけれども、

そういうような時間もないですからね。だから

こそ、決算書の中では、不用額にしろ、繰越金

額にしろ、ここで重要な中でやはりしっかりし

た部と課でですね、位置づけを。担当職員も全

部マスターできるような、そういうような中で

ですね、私はその不用額というのは出していた

だきたいと。ここらあたりはですね、やっぱり

真剣に捉えていただきたいと。もし、今、単年

度だったら、必ず支出した元に返さなきゃいけ

ないんですよ、この不用額については。 

 で、今、山口課長が言ったように、調整を３

年か５年間の中で調整をしていくと。これは、

私もはっきり言ってから知っとるわけですけ

ど、これについてはどうだったかな、不用額に

ついてはということで質問したんです。よろし

いですか。これはもう大事なことでありますか

らですね。この繰り越しについても、そうなん

ですよ。この繰り越しは、剰余金とか欠損金に

も当たるわけですよね。繰り越しというのは。

そこあたり十分にして、繰り越しが出ないよう

な対策をどうするかというのは、一生懸命職員

の方々が努力をしておられる。その経緯には評

価したいと思う。 

 ただ、繰り越しをする中でですね、そういう

気象条件とかなんかならいいんですけども、人

手不足になったとか、職員が足らない、今、事

業課のところで。そしてまた、事業された、施

工されたところが、はっきり言って人員を集め

きらなくて延長しなきゃいけない。いろんなパ

ターンってあるじゃないですか。 

 今回については、風水害、台風、地震の災害

ということで理解しますけどもですね。そうい

う中で、繰り越しと不用額についても、やはり

捉え方というのを認識をもう少し、危険な項目

ですよ、危険な数字ですよということをです

ね、指摘をしておきますので、そこら辺よろし

くお願いをしときます。 

○委員長（中村和美君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） ９０ページのですね、

し尿処理施設整備事業。もうここも相当古くっ

てですね、改修、改修で延命化をされてるとい

う計画もたしか見たと思うんですけど、この処

理をしてる、その対象の範囲は旧市内だけです

か、それとも旧郡部のほうも一緒に処理されて

るんですか。 

○環境課長（武宮 学君） ただいま御質問

の、郡築十二番町にございます衛生処理センタ

ーでございますが、生し尿の処理をしておりま

すけれども、対象は旧市内でございます。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） すると、更新の整備に

関するですね、財源には、じゃあ、合併特例債

は使えないというところでしょうか。 

○環境課長（武宮 学君） 施設の整備に関す

る御質問かと思いますが、非常に古い老朽化し

た施設でございますので、平成２７年度にし尿

処理整備基本構想をつくっております。その中

で、財源も当然検討をしておりますが、財源と

しましては、環境省の循環型社会形成推進交付

金が補助金の財源として活用できますし、パタ

ーンを３つほど分けて検討しておりますが、も

う一方のパターンでいきますと、国交省の補助

金を活用できるというようなことで、詳細には

ちょっと説明すると長くなりますので、割愛さ

せていただきますが、３パターンのうち２パタ

ーンは環境省で使える、１パターンは国交省で

使えるというようなところで構想でまとめたと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） いやいや、合併特例債
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は使えるんですかって聞いてるんですよ。 

○環境課長（武宮 学君） 申しわけございま

せん。合併特例債は使えません。使えないと思

います。 

○委員（堀 徹男君） となると、やっぱり単

独で事業されるって、交付金とかですね、あて

にしてやられるということなんですけど。 

 もう、私もここの設備はよく存じ上げており

ますので。もう相当古くてですね、もう図面も

ないようなところから、機械の設計とか、一か

らやるようなですね、部品もあって。ここはで

すね、とっても終末処理としてはとても大事な

施設でしょうから、早急にですね、構想は見ま

したけど、早急に更新の計画をですね、推進さ

れてはいかがでしょうかと思います。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） それでは、ほかあり

ませんか。 

○委員（堀 徹男君） ８３ページのですね、

地球温暖化対策推進事業なんですけど、一般財

源で太陽光発電等を推進されてるということで

すけども、売電された方の分を、例えば、電力

会社買い取りした分は上乗せをされて電気代と

して請求されてるということなんですけど。ま

ず、ちなみにその辺の金額をですね、お知らせ

いただきたいのと、そういう認識が持ってな

い、太陽光発電設置してない人が、その分の負

担をしてるっていう認識がおありなんでしょう

かということを、ちょっとお尋ねしたいと思い

ます。 

○環境課副主幹兼環境保全係長（中川順一君） 

環境課の中川でございます。 

 ただいま御質問いただきました太陽光の賦課

金に関しましてでございますけれども、再生可

能エネルギーが普及するに伴いまして、例え

ば、九州電力管内であっても九州電力の価格に

そういった価格が賦課されておりまして、こと

し５月からは、１キロワットアワー当たり２.

６４円というような賦課金が料金に含まれてご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） 売電する人はいいんで

しょうけど、持ってない人はその分のお金を払

っているという認識はおありなんでしょうか。 

○環境課副主幹兼環境保全係長（中川順一君） 

この賦課金につきましては、電力を使用される

方全ての方に対して一律にかかっているという

ことで十分認識いたしております。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（田方芳信君） 狂犬病予防対策事業で

すけど、これ犬の登録と狂犬病注射済みですか

ね、これで２７８万５０００円ですかね。これ

は犬の登録は大体どのくらいぐらいですか。 

 それと、狂犬病のほうの注射はどのくらいぐ

らい、分けた場合はどのくらいになりますか、

比率的に。 

○環境課長（武宮 学君） 環境課の武宮でご

ざいます。ただいまの質問は、狂犬病の登録…

…。 

○委員（田方芳信君） の、登録は何匹か。

と、注射打ったのは何匹か。 

○環境課長（武宮 学君） 平成２８年度ベー

スでよろしゅうございますか。（委員田方芳信

君「はい」と呼ぶ）はい、了承しました。 

 平成２８年度で申し上げますと、登録頭数が

６２６９頭──６２６９頭でございます。で、

注射を打った注射済みの頭数が４７４７頭──

４７４７頭でございます。 

 以上、お答えします。 

○委員（田方芳信君） ありがとうございま

す。確かに今、狂犬病って、どこだったですか

ね。本当、これ、意見なんですけど。犬にかま

れて亡くなったという話も今、何か外国のほう

で、エレベーターでですね。十分その点とか注
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意してやってもらえればと思います。お願いし

ときます。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（山本幸廣君） 先ほど来、堀委員から

また質問があったんですけども、９０ページ、

し尿処理の施設の整備等。し尿処理施設関係で

ありますけれども、現場をずっと見ていく中

で、もうほとんど担当の方というのは毎日のよ

うに行かれると思うです。現場におられる職

員、委託をしておるので、委託業者の職員の方

々も含めて、もうよく聞くんですけども、まず

はその維持をしていく中での予算を見てもです

よ、一般財源で６７４万４０００円。これがほ

とんど修繕、修繕でいくわけですけども、修

繕、修繕でいって、延命措置をこれからもせな

ければいけないというのが８０％なのか、２０

％なのか、それとも新しい施設をつくる中で整

備計画どおり、何年後には基本構想を実施計画

してから計画をしておるのか、そこあたりちょ

っとばかり。前の分についてはいいんですけど

も、後の分についてはですね、ちょっと聞かせ

てください。 

 委員長よろしいですか。今ちょっと資料を調

べてから説明してください。 

 その前に、やはり先ほど来の課長の説明で

は、合併特例債は活用できないというふうな発

言がなされたからですね、それを含めてから、

ひとつ新施設に関する、先ほど来の私の質問に

対して答えてください。整備についてね。 

○環境課長（武宮 学君） 衛生処理センタ

ー、御指摘のとおり非常に老朽化しているもん

ですから、先ほど申しました基本構想をつくっ

たときに検討しましたところでございます。 

 衛生処理センターにつきましては、施設の老

朽化の度合い、あるいは平成２５、２６で大規

模改修を行っておりますので、その辺を加味し

ましてですね、平成２９年から平成３８年まで

約１０年間使用をするというようなところで構

想をまとめております。 

 実際、建設を始めますのは、平成３７年から

というふうになろうかと思いますが、供用開始

は当然平成３９年から供用を開始するというよ

うな予定にしておりますが、何せ古い施設でご

ざいますので、早急に関係各課との協議調整あ

たりを進めていきたいというふうに考えていま

す。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） 課長、これはほかの施

設と違ってですね、やはり地域周辺の環境の問

題、そしてまた、その働く人の人害、人に影響

する、職員に対して、作業する人のやっぱりそ

の体に対するですね、問題等、健康上の問題等

も、これはですね、しっかりですね、現場を捉

えてから、基本構想計画をしてから、私が聞い

てから、もう３回ぐらいの選挙するもんな。４

年３回の前ですから、１２年ぐらいの前の話か

らたい。この問題については、私が自民党おる

ころから、ここは早くつくれ、つくれとたいぎ

ゃ言った経緯があるんですよ。 

 これは首長の考え方もあるかもしれんけれど

も、やっぱりこれだけのですね、延命措置をす

る。延命措置しながら計画をした中で、まだま

だはっきり言ってから実施に移れないという、

これはですね、大変な問題と思いますよ。 

 で、今回の決算書を見てもですよ、私はやは

り今後の方向性の、改革の理由と改革改善、こ

の問題、この文字を見てもですよ、誰もがです

よ、これは市民が知らっさんけん、よかっです

よ。やっぱし、これからについてはもう担当部

だけじゃなくして、全体の中でやっぱり首長以

下しっかりですね、捉えるように。 

 これは部長ですね、この問題については早く

ですね、解決する、改善するような対策をする

ようにしてください。 

○市民環境部長（國岡雄幸君） 今、山本委員

さんの御指摘のとおりだと思います。先ほど課
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長が答弁しましたように、この整備の構想につ

きましてはですね、取りまとめておりまして、

今のですね、衛生処理センターにつきまして

は、節目節目で大規模な改修を行いながら、１

０年間はですね、使おうと。で、その後にです

ね、新しい施設を整備して供用開始ということ

で、基本構想を取りまとめております。 

 ただ、施設の例えば、処理の方法とか、それ

とそこの場所につきましてはですね、今後検討

課題でございますけれども、今の段階では、構

想の段階では３パターンほど、今まとめており

まして、どれが適正なのかということをです

ね、至急関係課も含めましてですね、協議しま

して取りまとめて、今後、改修及びその延長上

の整備に向けて万全の体制をとっていきたいと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） 國岡部長、本当ありが

たいですよ。決算でですね、そこまでの答弁を

していただくというのはですね、本当に一致団

結して、担当部もですね、そのような考え方を

持ってると思います。ですね。なるだけなら早

く、あの施設を見ただけでですよ、修繕、修繕

していくの、あれにもう予算かけるというより

もですよ、やはり計画性を前倒しするというの

が一番大事だと思うんですよね。計画を前倒し

をできない施設じゃないと思います。これらに

ついては。要改善と思います。 

 以上です。お願いしときます。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（太田広則君） 今のに関連してです

ね、減少傾向にあるというくみ取り世帯という

んでしょうか。その減少傾向というのがどのよ

うな減少で来ているのかだけ、ちょっと教えて

もらえれば。参考までに教えてください。近々

の、この何年間かでいいですけど、減少傾向が

わかれば。これからも減少していくわけでしょ

うからね。 

○環境課長（武宮 学君） 生し尿につきまし

ては、当然、今からこういった処理施設を設置

されるところは合併処理浄化槽が設置されると

いうことで、生し尿の受け入れ量は、例えば、

平成２６年でいきますと７８００キロリッター

でございました。それが平成２８年度は７３５

０キロリッターということで、約５００キロリ

ッターほど減少をしております。 

 今後とも、そういった、何といいますか、ト

イレだけじゃなくて家庭のお風呂、台所、そう

いったものを全てを処理することができる合併

処理浄化槽の普及に伴いまして、この生し尿が

当然減少をしてくるというふうに想定しており

ますので、それに見合った施設整備を構想の中

でも検討をしているというところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（太田広則君） 生し尿の世帯、わかり

ますか。世帯。何世帯あるかわからないです

か。（環境課長武宮学君「世帯はわからないで

す」と呼ぶ）わからない……。 

○環境課長（武宮 学君） 構想の中では推計

をしておりまして、約１０年後の世帯っていう

……。 

○委員（太田広則君） 今の世帯数。 

○環境課長（武宮 学君） 今の世帯ですか。 

○委員（太田広則君） わからんなら、後でい

いですよ。後で教えてください。大した質問じ

ゃないんで。 

○委員長（中村和美君） わかりますか。 

○環境課長（武宮 学君） 済いません。申し

わけございません。人数でよろしゅうございま

すでしょうか。 

○委員（太田広則君） 人数ちゅうか、世帯で

わからんとね。世帯の中に人数があるんでしょ

うから。 

○環境課長（武宮 学君） 人口割の推移でで

すね。（委員山本幸廣君「人口割じゃなかた



 

－20－ 

い。公共下水道の世帯数とそれから合併浄化槽

の世帯数と足してから引けば、残ってくるとは

これたい」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○環境課長（武宮 学君） 生し尿の場合は人

頭割ということでですね、１人幾らというよう

なところで、人口で推移をしております。 

 ちなみに、平成２６年度のやつが、し尿収集

人口が１万２８２人というような数値が出てお

ります。 

 以上でございます。 

○委員（太田広則君） 委託業者はでしょう

が、１軒１軒行くわけでしょう。業者は何軒収

集しているっていうの、そういうのって簡単に

出てこないもんなんですか。 

○委員（山本幸廣君） だけん、学校関係も

今、水洗化してないとこあっでしょうが。そが

ん資料持っとかんと、計画もでけんもん。 

○委員長（中村和美君） わかりますか。 

○環境課長（武宮 学君） 申しわけございま

せん。資料をちょっと手元に持ってきておりま

せんので。（委員山本幸廣君「そいば、早う言

わんばんたい」と呼ぶ）はい。旧市内でありま

すと、清掃公社が多分しておりますので、そこ

にお尋ねしてでも後でお答えしてもよろしいで

しょうか。 

○委員（太田広則君） さっき答弁にあったよ

うに、何でそういうことを聞いたかというと、

先ほどね、もう本当に老朽化して修繕、修繕っ

てしてるのが、あと１０年の何年のっていう先

の話をしたから、それは減少傾向にあるものの

という中で、その減少数に見合った施設を計画

せにゃいかんはずだから、その辺はしっかり数

を抑えとかんと、もうざっくりとした施設整備

計画になるよということを言いたいだけです。 

○委員（百田 隆君） 分別収集事業でです

が、この資源ですね、これはいったいどこに所

有権あるのかどうかですね。そして、その後を

どうされるのか。（委員山本幸廣君「何ページ

かい」と呼ぶ）８７ページです。 

○委員長（中村和美君） ちょっと待って、そ

の前に、今、太田委員の、要望でいいですか。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（中村和美君） じゃ。武宮学環境課

長、要望であるということでございますので、

よろしく。（委員太田広則君「何か答弁があれ

ば、今のに対して」と呼ぶ）答弁ある──ない

ですか。 

○環境課長（武宮 学君） 申しわけございま

せん。ちょっと正確な数値を申し上げる必要が

あると思いますので、後でちょっと調べまし

て。 

○委員（太田広則君） 市民はですね、何世帯

ね、何世帯し尿くみ取りしてるのって聞かれた

ら、どのくらい残ってるんですかというふうな

感覚でしか聞かないんですよ。ね。 

 だから、それはいろいろ公共施設とかいろい

ろあるかと思いますが、やっぱりそういう、あ

と何世帯あるというのは、数字としてね、それ

は人員とか、キロリットルとか必要だと思いま

すけど、世帯数も聞かれたら何世帯ですって。

八代市の世帯数わかってるわけですから、そこ

んとこ明確に答えられるようにしといてくださ

い。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、関連でよろし

いですか。 

○委員長（中村和美君） ちょっと待ってくだ

さい。関連。 

○委員（山本幸廣君） 今のと関連だけん。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○委員（山本幸廣君） 真剣に捉えないかんの

は、今、太田委員も言われたようにですね、冒

頭私も発言しましたが、要はどういう施設をつ

くるかということは、基本構想、基本計画でた

い、既にたい、１０年後にはたい、どれだけの

し尿のくみ取りの量が何キロリットル。今先ほ
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ど７８００だったかな、７３００とかなんか言

っていますけども、そこらあたりになると、堅

実にたい、数字の中でね、やっぱし施設整備を

していかなければ。土台そうでしょう、新庁舎

も一緒でしょうが、し尿処理も一緒なんだよ、

衛生センターも。１０年先にできましたとき

に、じゃあ、はっきり言ってから、もう１００

０リッターもないんですよとなったときに、ど

ういう施設をつくるかって。３カ所ですけども

って。 

 それは今のところにそれだけの合併浄化槽が

推進をするならばたい、その中で、じゃあ、合

併浄化槽の推進を何年度までには完成しましょ

うとか、目標が。じゃあ、し尿の衛生処理の施

設についてはどれだけの施設をつくりましょう

とか、そういうのはやっぱり横の連携の中であ

る程度数字を出した中でたい、やっぱり新設の

やっぱり計画を進めていかなければ。今、太田

委員が言われた意見と合致。この中でね、やっ

ぱし検討していただきたい。 

 そしてまた、資料等についてはですよ、もう

即に、何十年とおるわけだけんでから、答弁す

るうちにはこうですよという、担当の部署につ

いてはですよ、やっぱり資料を提出してくださ

い。 

 以上。 

○委員長（中村和美君） それでは、次に百田

副委員長の答弁を。 

○理事兼廃棄物対策課長（山口 修君） 御質

問の、出された資源物の集計についてでござい

ますけども、市が指定した集積所に出されたも

のはその時点で市の所有になるというふうに考

えております。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（百田 隆君） はい、よかです。 

○委員長（中村和美君） ほかにありません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（堀 徹男君） 今、太田委員も山本委

員も御指摘されたんですけど、１０年延命して

基本構想を練るというときにですね、その根拠

となる数字をすらすら答えられないということ

自体がね、その計画そのものが信憑性を失いま

すよね。その辺十分注意していただきたい、答

弁をですね。これ、強く意見として申し上げと

きます。 

○市民環境部長（國岡雄幸君） 十分な御説明

が今できなくて大変申しわけなく思っていま

す。ただ、この構想につきましてはですね、先

ほど担当課長が申し上げましたように、取りま

とめておりまして、で、例えば、この今のし尿

処理センターにつきましては、１０年節目節目

で大規模改修をしながら、稼働することはでき

ますよということで、それで延命化ということ

を今考えております。 

 ただ、１０年以降につきましては、先ほど出

ましたように、新しい施設をつくるということ

で、今動き出しておるといいますか、今、庁内

でですね、部内で検討してるところでございま

す。その関係で、どういう規模の施設をつくる

のかということにつきましては、稼働するとき

のですね、生活排水の処理人口をですね、推計

をしておりまして、それに基づいて１０年後で

あればこの程度の規模で大丈夫よということ

で、現段階ではですね、構想をまとめておりま

す。で、その構想に基づきましてですね、まず

は延命化計画をして、その延長上で整備をした

いということで考えておりまして、ちなみにち

ょっと今の構想の段階でですね、１日当たり２

５キロリットルの処理量の施設であれば十分対

応はできるということで構想を取りまとめて、

それを基礎としてですね、今後計画を立ててい

きたいというふうに考えております。 
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 ただ、先ほど御指摘のありました世帯数とか

ですね、把握できる範囲内でですね、後で御報

告をしたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（山本幸廣君） 意見。担当部大変決算

の中でもですね、先ほど来、繰り越しも不用も

言ったんですけども、不用の中でも大変職員の

方々が努力をされとるというのは、この数字で

見えるんですね。先ほど来、潮崎次長から説明

がありましたですね、不用額についても。 

 そういう中で、私は環境、これからのひとつ

環境というのはですね、風水害の被害というの

は物すごくこれから出てきますよね。土木課も

一緒なんですけども。そういう中で、職員の確

保というか、人材と人力、職員の確保、これら

についてもですね、私のほうからですね、要望

というか、意見の中でですね、要望したいと思

いますので、どうかひとつ人事課にはですよ、

それだけのですね、対応できぬような自然災害

が多いわけですから、その担当部としては職員

が足らない。そしてまた、それでどう確保する

かということもですね、しっかりですね、上の

ほうには発言をしてください。そして、確保し

てください。よろしいですか。意見ですからで

すね。 

○委員長（中村和美君） ありがとうございま

した。ほかありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で第

４款・衛生費及び第１０款・災害復旧費中、市

民環境部関係分についてを終了いたします。 

 執行部の入れかわりのために小会いたしま

す。（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あ

り） 

（午前１１時４２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４５分 本会） 

○委員長（中村和美君） それでは、本会に戻

します。 

 午前中の審議は、第４款・衛生費及び第１０

款・災害復旧費までといたしまして、休憩とい

たします。午後１時から再開いたします。よろ

しくお願いします。 

（午前１１時４６分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後 １時００分 開議） 

○委員長（中村和美君） それでは、午前中に

引き続き、第７款・土木費及び第１０款・災害

復旧費中、建設部関係分及び第１２款・諸支出

金中、建設部関係分について一括して建設部の

説明を願います。 

○建設部長（湯野 孝君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）建設部長の湯

野でございます。座って説明させていただきま

す。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○建設部長（湯野 孝君） 平成２８年度決算

審査に当たりまして、建設部所管分の一般会

計、款７・土木費、款１０・災害復旧費、款１

２・諸支出金における総括を述べさせていただ

きます。 

 御承知のとおり、建設部が所管します事業に

つきましては、ハード事業として道路や公園、

区画整理、下水道、港湾、公営住宅などの都市

基盤整備事業及び河川などの治水事業並びに市

街地における建築物や土地利用の規制・誘導な

どのソフト事業を行っております。 

 まず、歳出決算の状況でございますが、平成

２８年度の八代市一般会計歳入歳出決算書や平

成２８年度における主要な施策の成果に関する

調書その１などにありますとおり、款７・土木

費や款１０・災害復旧費で、前年度平成２７年

度の決算額よりも、支出済額や翌年度への繰越

額などが大きくなっております。これは、昨年

４月の熊本地震やその後の梅雨前線豪雨などに



 

－23－ 

よる公共土木施設の維持管理経費や災害復旧事

業などの補正予算の増額のほか、繰越額も大き

くなったものでございます。 

 なお、繰り越しました工事関係につきまして

は、現在ほぼ完了しております。 

 今後も、道路や河川などの社会基盤整備によ

り、将来にわたり安全安心な生活を送ることが

できるまちづくりを進めてまいります。 

 それでは、平成２８年度の事業概要につきま

して御説明いたします。 

 まず、道路では、都市内の道路網のネットワ

ーク形成を図るべく、都市計画道路南部幹線、

西片西宮線、八の字線について、計画的に整備

を進めており、南部幹線の市施行区間１０３８

メートルにつきましては、平成２８年度末に完

了しております。 

 それから、西片西宮線の１工区３６０メート

ルにおいては、ことしの４月に完了し、引き続

き２工区の事業認可を取得し、建物等補償に伴

う調査業務委託を実施いたしております。 

 また、東西アクセス道路整備事業として新牟

田西牟田線や竜西東西１２号線を継続して整備

を行っておりますが、鏡町の野津橋小路長溝線

は、平成２９年度完了予定としているところで

ございます。 

 日常の生活道路の改良や維持補修及び都市排

水路の整備では、地域の要望などを踏まえ、必

要性や緊急性の高いところから順次整備を行っ

ております。 

 そのほか、山間部においては、道路のり面の

モルタル吹きつけや防護ネットなどによる災害

防除事業も行っております。 

 次に、公園では、公園施設長寿命化対策支援

事業を活用して、上片児童公園の遊具改築を実

施したところでございます。 

 区画整理におきましては、継続して八千把地

区土地区画整理事業を実施中であり、都市計画

道路や区画道路の整備、移転補償などを行って

おります。 

 今後も、引き続き区画整理事業の財源の一部

として、保留地の販売促進を図り、安定した事

業費を確保することといたしております。 

 次に、公営住宅では、平成２２年度に策定い

たしました市営住宅長寿命化計画に基づき、高

島団地や築添団地屋上防水工事、麦島団地の屋

上防水外壁改修工事などを実施しております。 

 災害復旧費では、昨年４月の熊本地震により

被災した前川橋や鏡町の鏡川通り線、泉町の和

小路平線支線１号などや、梅雨前線豪雨によっ

て被災した坂本町の下深水板ノ平線や泉町の樅

木線などの道路と、二見野田崎町の内野川や坂

本町の堀谷川などの河川において、災害復旧事

業を行っております。 

 建築物や土地利用の規制・誘導面では、平成

２４年度から実施しております老朽危険空き家

等除却促進事業や民間建築物耐震化促進事業に

おいて、地震の影響で問い合わせ等が急増して

おりますが、今後もさらなる事業の促進のた

め、より一層の周知を図ってまいりたいと考え

ております。 

 建設部所管の事業につきましては、平成２９

年度も、引き続き各事業の推進と早期完成を目

指すものでございます。また、平成３０年度に

つきましても、積極的な予算確保に努め、さら

なる事業の推進に取り組んでまいる所存でござ

います。 

 最後に、款１２・諸支出金では、土地開発公

社貸付事業として支出いたしております。 

 以上、平成２８年度決算における建設部所管

分の一般会計の総括とさせていただきます。 

 なお、詳細につきましては、松本次長及び関

係課長より説明させますので、よろしくお願い

いたします。 

○建設部次長（松本浩二君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）建設部次長の

松本でございます。着座にて説明させていただ
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きます。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○建設部次長（松本浩二君） それでは、平成

２８年度八代市一般会計歳入歳出決算のうち、

第７款・土木費及び第１０款・災害復旧費中、

建設部関係分は、平成２８年度における主要な

施策の成果に関する調書におきまして、第１２

款・諸支出金中、建設部関係分につきまして

は、歳入歳出決算書にて説明させていただきま

す。なお、繰越額及び不用額の主なものにつき

ましては、それぞれの事業ごとに、予算の流用

につきましては、最後に歳入歳出決算書にて説

明させていただきます。 

 それでは、主要な施策の成果に関する調書の

１２ページをお願いいたします。歳出決算の状

況の上の表、（イ）目的別をごらんください。 

 第７款・土木費、現年度予算７１億９２３万

８０００円に２７年度からの繰越予算２億４３

０５万７０００円を加えました予算現額７３億

５２２９万５０００円に対しまして、２８年度

内の支出済額が５８億３９８３万８０００円と

なっております。その支出済額を、予算現額か

ら２９年度への繰越額１１億１１７６万円を引

いた額で除した執行率は、９３.６％の状況で

ございました。２７年度との比較でございます

が、２７年度決算額が５６億６０１８万２００

０円で、２８年度は１億７９６５万６０００

円、３.２％の増額となっております。また、

翌年度への繰越額は、２７年度から２８年度へ

は２億４３０５万７０００円でありましたが、

２８年度から２９年度へは１１億１１７６万円

と大幅に増加をしております。これは、先ほど

の部長総括でもありましたとおり、２８年度は

熊本地震による災害復旧費や維持管理予算に大

幅な増額補正がなされ、予算はふえましたもの

の、県内の災害復旧が本格化する中、工事用の

資機材や作業員の確保が難しくなり、やむを得

ず翌年度へ繰り越すことになった工事も大幅に

ふえましたことから、決算額としましては微増

という結果になったものでございます。 

 続きまして、１３６ページをお願いいたしま

す。老朽危険空き家等除却促進事業でございま

す。 

 老朽化して危険な状態で放置されている空き

家の除却をする者に、除却費用の一部を補助す

るものです。２８年度は、予算額４９８１万３

０００円に対して、４１戸の解体除却補助金、

２２０６万４０００円の支出が主なもので、決

算額が２２９１万円でございます。また、熊本

地震の影響で解体業者等の手配が難しく、やむ

なく２９戸分の補助金、１５３８万３０００円

を２９年度へ繰り越しております。不用額１１

５２万円につきましては、地震による増加分を

見込みまして８０戸分の予算を確保しておりま

したが、結果的に現年に完了いたしました４１

戸、繰り越した２９戸の計７０戸の申請であっ

たためでございます。 

 今後の方向性としましては、当事業への申し

込みもふえており、周辺環境の改善効果は確実

に上がっております。申し込み件数に対応でき

るよう規模拡充して取り組んでまいりたいと考

えております。 

 次に、民間建築物耐震化促進事業では、民間

建築物に対して耐震化を支援することで、安心

安全なまちづくりを目指すもので、耐震性が低

いとされております昭和５６年以前に着工した

戸建て木造住宅や緊急輸送道路の沿道建築物の

所有者に対して、耐震診断及び改修費用の一部

を補助するものです。 

 ２８年度は予算額４９８万円に対しまして、

決算額が耐震診断９件分７２万５０００円でご

ざいまして、熊本地震の影響で耐震診断を実施

する建築士が不足しているために、耐震診断の

５件分と耐震改修工事の２件分を合わせて１５

２万２０００円を２９年度に繰り越しておりま

す。 
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 また、不用額２７３万３０００円につきまし

ては、地震による増加を見込みまして、診断３

１件、改修３件の予算を確保しておりました

が、結果的に現年に完了した９件、繰り越した

７件の計１６件の申請であったためでございま

す。 

 今後とも、耐震化の重要性の啓発と事業の周

知に力を入れていきたいと考えております。 

 １３７ページをお願いいたします。 

 空き家バンク事業では、空き家の有効活用を

通じて、移住・定住の促進による地域の活性化

につなげるために、本市では平成２８年４月に

市内の空き家情報と八代市への移住・定住希望

者の情報を登録、紹介する空き家バンクを開設

したところです。 

 ２８年度は、市内全域で２２２２戸の空き家

の所有者等調査業務委託２３７万５０００円が

支出の主なもので、予算額５３６万５０００円

に対して決算額２８１万１０００円です。不用

額２５５万４０００円につきましては、委託内

容などを見直すことで、予定より安価で事業を

実施することが可能になったことによるもので

す。 

 今後は、事業効果を踏まえ、補助制度の導入

や固定資産税部門、企画部門との連携など、制

度全体の運営の改善を図る予定といたしており

ます。 

 次に、要緊急安全確認大規模建築物耐震診断

事業では、建築物の耐震改修の促進に関する法

律の改正により、不特定の者が利用する建築物

のうち大規模なものについて、耐震診断が義務

化されたことを受け、その費用の一部を補助す

るものです。 

 ２８年度は、予算額１１０６万７０００円全

額が、平成２７年度からの繰り越しでございま

して、内容は大規模建築物１件分の耐震診断業

務です。また、本事業は、市内の対象となる建

築物の耐震診断が完了したため、事業は終了

し、２８年度予算は計上をいたしておりませ

ん。 

 １３８ページをお願いいたします。 

 要緊急安全確認大規模建築物耐震化支援事業

は、先ほどの耐震診断結果をもとに耐震改修設

計を行う者に対して、費用の一部を補助するも

のです。 

 ２８年度は、予算額５１４万６０００円に対

しまして、決算額は耐震改修設計１件分２６６

万６０００円です。また、その１件の改修工事

が熊本地震の影響で完了できなかったことか

ら、２３９万７０００円を２９年度へ繰り越し

ております。 

 今後は、市内の対象物件３件のうち２件が完

了、または着手したため、残る１件の利用を働

きかけていきたいと考えております。 

 次に、アスベスト調査分析事業では、昭和３

１年から平成元年までに施工された民間建築物

で、延べ面積が１０００平米を超える不特定多

数が利用する建築物の中で、健康被害のおそれ

がある露出した吹きつけアスベスト等が施工さ

れている建築物の所有者に対して、再調査及び

分析費用の一部を補助するものです。 

 ２８年度は予算額５０万円で２件の調査分析

に補助を行い、３３万円を執行したところでご

ざいます。 

 今後は、先日の委員会で補正予算をお願いい

たしましたように、１０００平方メートル未満

の建築物も対象になりましたことから、継続し

て取り組んでまいりたいと考えております。 

 １３９ページをお願いいたします。 

 市道等関係訴訟事業は、市が管理します道路

や水路などとの官民境界問題を初めとするさま

ざまな問題に対して、調停や訴訟に持ち込まれ

た際に、訴訟代理人として弁護士に依頼する際

の費用でございます。 

 ２８年度は、市道との官民境界に関する損害

賠償請求事件が提訴されましたことから、既決
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予算の流用で３２万４０００円を計上し、同額

を執行いたしております。その訴訟につきまし

ては、現在和解に向けた協議が進められている

状況でございます。 

 次に、交通安全施設整備事業では、交通事故

多発箇所や安全対策を施す必要のある市道等

に、ガードレールやカーブミラーなどの交通安

全施設を設置または修繕するものです。 

 ２８年度は、予算３６７３万８０００円に対

して、決算額３６６９万２０００円で、ガード

レール設置を１１件、９１７メートル、カラー

舗装や区画線設置を７件、約１５キロメート

ル、交通安全施設の修繕８４件などを実施して

おります。 

 今後とも、道路パトロールや警察、教育委員

会との連携を強化し、効果的な対策を検討しな

がら現行どおり実施することとしております。 

 １４０ページをお願いします。 

 道路維持事業では、市が管理する道路の機能

保全を目的に、路面や構造物の維持補修並びに

街路樹の維持管理などを行うものです。 

 ２８年度は、２７年度からの繰越予算を加

え、４億４０６８万２０００円でスタートしま

したが、国の二次補正で約４億円の増額を行

い、最終的に予算額８億４０８５万６０００円

で事業を進め、決算額を４億１８５０万４００

０円としております。補助事業分として、道整

備交付金事業では舗装補修工事などを３１８メ

ートル、防災安全交付金事業では舗装補修工事

を１０９５メートルや落石防止網設置工事など

を３４８メートル。単独事業分では、比較的規

模の小さい工事や舗装の補修などの維持工事を

３４件、その他側溝の堆積土砂しゅんせつなど

の役務、側溝ふたなどの修繕１６７件を実施し

ております。 

 また、熊本地震による交通誘導員や資機材等

の不足から、２９年度に４億１９８３万９００

０円を繰り越しております。不用額２５１万３

０００円につきましては、入札残が主なもので

す。 

 今後は、市が管理する膨大な延長の道路を安

全に維持していくために、予算と人員の規模拡

充に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、道路維持事業（災害関連）では、熊本

地震や豪雨によって緩んだ山間部の道路のり面

から道路への落石事故を防止し、適切な安全対

策をとるために、精通した専門家による点検・

診断及び対策を検討するもので、２８年度の単

年度事業として予算化したものでございます。 

 事業の内容としましては、緊急点検及び落石

調査を２１３キロ実施し、危険と判断した１０

２カ所に注意喚起看板を設置しまして、予算５

５５万４０００円に対して、決算額は５５５万

３０００円でございます。 

 １４１ページをお願いします。 

 市内一円道路改良事業では、幅員が狭く離合

がしづらい、路肩が崩れて危険であるなど、改

良が必要な市道を整備し、市民の日常生活の利

便性、安全性の向上を図っております。 

 ２８年度は、道路改良や舗装などの工事で８

０件、延長約８キロメートルの改良を実施した

ところです。このうち、国の補助事業でありま

す社会資本整備総合交付金では、鏡町の野津橋

小路長溝線と千丁町の新牟田西牟田線及び松高

校区の永碇町高島町線の整備に取り組んでいる

ところです。 

 予算の執行状況としましては、予算額が２７

年度からの繰り越しも含め９億５０２３万１０

００円に対して、決算額が６億４７１１万１０

００円でございます。また、熊本地震の復旧が

進む中、工事に要する作業員や資機材の不足を

主な理由として、２９年度への繰越額が２億７

９８９万８０００円、交付金の内示が少なかっ

たことなどによる不用額が２３２２万２０００

円となっております。 

 特定財源として、日本中央競馬会事務所周辺
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環境整備寄附金１１１９万８０００円がありま

すが、これは日奈久平成町にありますウインズ

八代に起因する交通の混雑、渋滞等の防止や周

辺の環境改善に対してウインズの売上高に応じ

て交付される寄附金で、施設からの距離など要

件に合致した事業に充当できることになってお

ります。 

 この事業には、毎年多くの校区要望が寄せら

れる中、現行規模では対応が難しい状況にあり

ますことから、効果的、計画的な整備に取り組

むとともに、規模も拡充したいと考えておりま

す。 

 次に、橋梁長寿命化修繕事業では、市が管理

する橋梁の老朽化が進む中、壊れてかけかえる

のではなく、早目に予防保全することで寿命を

延ばし、トータル的に費用の縮減を図ろうとす

るもので、これまでに市全体１９３９橋のう

ち、９７６橋の点検を終えているところです。 

 ２８年度は、定期点検業務委託７件で４６２

橋の点検と補修工事に要する設計業務委託４

件、老朽化により危険度が高い東陽町の谷川橋

と二見洲口町の洲口橋の２橋の補修工事を行

い、予算額２億４０５万６０００円に対して、

決算額は９１１１万円でございます。また、点

検業務に使用する特殊車両の手配が困難、補修

工事では河川管理者協議に不測の日数を要した

ことなどで８７９４万８０００円を２９年度に

繰り越しております。 

 また、交付金の内示減により２４９９万８０

００円の不用額が発生しております。 

 今後につきましては、老朽化が確実に進む施

設の保全は、これからますますその重要性は高

まっていくものと考え、規模も拡充したいと考

えております。 

 １４２ページをお願いいたします。 

 市内一円橋梁改修事業では、市内一円の老朽

化や幅が狭い橋梁をかけかえるなどの改修を行

うものです。 

 ２８年度は、予算３３５０万円で、千丁町の

前田橋１号橋や鏡町の郷開工業団地１号線１号

橋など９橋の改修を実施しており、決算額は３

２６７万５０００円で、不用額の８２万５００

０円は入札残でございます。 

 今後の方向性としましては、老朽化が確実に

進む橋梁の改修は、管理者の責務として規模拡

充しながら取り組んでいきたいと考えておりま

す。 

 次に、市内一円河川改修事業では、未改修の

河川や老朽化等による護岸崩壊など、整備優先

度の高い河川施設の計画的な改修を進めること

で、未然に河川災害を防止し、市民生活の安全

確保を図るものでございます。 

 ２８年度は、予算５５１１万５０００円で日

奈久大坪町の大坪川など１２件の改修工事や、

千丁町の大鞘川など７５件の除草及び河川施設

等の管理業務委託を実施しており、決算額は５

２４８万５０００円で、不用額の５３万円は入

札残でございます。 

 今後の方向性としましては、未改修の河川も

多い中、継続して実施していきたいと考えてお

ります。 

 １４３ページをお願いいたします。 

 港湾施設整備事業では、市が管理します日奈

久港及び鏡港の港湾施設の維持管理を行い、港

湾機能の保全を図るものでございます。 

 ２８年度は、予算額１００万円のうち１２万

６０００円で、老朽化で色あせた日奈久港の岸

壁のレリーフ着色用に塗装資材等を購入したも

のです。 

 なお、特定財源として、ふるさと八代を応援

したいという個人から寄せられましたふるさと

納税制度による寄附金を財源とする、ふるさと

八代元気づくり応援基金からの繰入金を充当い

たしております。 

 また、作業をボランティアの方々と職員が協

働で行ったことで人件費が要らなくなり、８７
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万４０００円が不用額となったものです。 

 次に、八代港県営事業負担金事業では、熊本

県が八代港の利便性向上、船舶運航の安全確保

及び港湾機能充実のために実施する港湾改修事

業等に対し、八代市が費用の一部を負担してい

るものでございます。 

 ２８年度は、予算３億７９４０万円で、国直

轄事業の大築島南以外の港湾改修が１０分の１

の負担金で２億１２６５万５０００円、大築島

南の港湾改修が２０分の１の負担金で３４２７

万２０００円、港湾補修事業の外港地区におけ

る道路補修、堤防補修及び航路しゅんせつなど

が６分の１の負担金で９１００万円が支出の主

なもので、決算額は３億４８７１万円でござい

ます。 

 なお、不用額の３０６９万円につきまして

は、年度末における事業費及び負担率の調整が

主な理由でございます。 

 今後の方向性としましては、港湾計画に沿っ

た施設が着々と推進されるよう、これまでどお

り予算の確保に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 １４４ページをお願いいたします。 

 港湾施設改修事業では、市が管理します日奈

久港及び鏡港の港湾施設の改修を行い、港湾機

能の強化を図るものでございます。 

 ２８年度は、鏡港泊地に堆積しておりました

土砂のしゅんせつを行ったものです。鏡港で

は、２８年度から３０年度までの３カ年計画

で、全体ボリューム７万２０００立方メートル

のしゅんせつを計画しており、２８年度は１万

４０００立方メートルのしゅんせつを終え、８

０００立方メートル分を繰り越したものです。 

 したがいまして、予算７０６１万７０００円

のうち、決算額４２０４万１０００円、２９年

度への繰り越しが２８００万円となっておりま

す。不用額の５７万６０００円は、入札差額で

ございます。 

 今後とも、日奈久港と鏡港の施設改修やしゅ

んせつを計画的に進めていきたいと考えており

ます。 

 次に、都市計画法関係事務事業では、開発行

為の許可にかかわるもののほか、都市計画に関

するさまざまな調査や都市計画図等の地図の販

売を行っております。 

 ２８年度は、予算１５７８万６０００円で、

都市計画基礎調査業務委託に４９７万円、都市

計画地形図の修正業務委託４９１万４０００円

の支出を主なものとし、決算額は１００６万４

０００円となっております。 

 また、都市計画基礎調査に必要な国勢調査や

道路交通センサスの情報が年度内に公表されな

かったため、最新の数値を使った精度の高い調

査にするため、同業務委託のうち、５０６万３

０００円を２９年度へ繰り越しております。 

 今後とも、都市計画法の趣旨を踏まえ、都市

計画マスタープラン等に沿った運用を行ってま

いります。 

 １４５ページをお願いします。 

 庁舎周辺道路計画事業では、新庁舎を核とし

た中心市街地のまちづくりを進めるために、庁

舎周辺道路の交通実態調査を踏まえて、２カ年

にわたって道路計画を行うものです。 

 ２８年度は、３００万円の予算で交通量調査

等の実態調査を行っており、２９年度にはその

結果を受けて交通解析、都市計画道路の変更、

周辺道路の混雑度合いなどを検討することにし

ております。繰り越し及び不用額はございませ

ん。 

 次に、南部幹線道路整備事業は、市街地中心

部の建馬町から敷川内町の国道３号と八代南イ

ンターチェンジを結束する南北軸となる都市計

画道路の整備でございます。全体延長５６３０

メートルのうち、南川を横断して中北町と葭牟

田町を結ぶ区間１０３８メートルがことし３月

に開通したところでございます。 
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 ２８年度は、事業の最終年度となりまして、

予算６億８９２７万９０００円をもちまして、

現場技術管理業務委託など委託４件、工事２０

件、県事業への負担金１件を実施し、決算額は

６億７０４３万３０００円となっております。 

 不用額につきましては、予定されていた県事

業の減が主な理由で、１８８４万６０００円と

なっております。 

 今後は、市施行区間の整備は終えましたが、

この幹線道路の全線開通に向けて、県と連携を

密にしながら、事業費確保を初めとする課題に

取り組んでまいりたいと考えております。 

 １４６ページをお願いします。 

 西片西宮線道路整備事業は、西片町の八代臨

港線と西宮町の国道３号を結ぶ延長１０００メ

ートルのうち、ことし４月に開通しました延長

３６０メートル区間の整備事業でございます。 

 ２８年度は、この区間の最終年度としまして

予算２億２７７３万５０００円をもって、埋蔵

文化財調査など委託３件、電柱移設などの補償

２件、改築工事などの工事１０件を実施し、決

算額は１億９８６４万７０００円でございま

す。 

 ２９年度への繰り越しにつきましては、工事

がふくそうする中、舗装工事にかかる費用２６

８４万１０００円を繰り越したもので、開通ま

でには全て完了いたしております。 

 また、この路線は国道３号まで開通してこ

そ、効果が発揮されますことから、引き続き次

の第２工区３５０メートル区間の整備に取り組

んでまいりたいと考えております。 

 次に、八の字線道路整備事業は、都市計画道

路麦島線と南部幹線を結ぶ道路整備で、全長１

２６０メートルのうち未整備となっている植柳

新町二丁目から葭牟田町までの延長１９０メー

トルの整備に、平成２６年度から取り組んでい

るところでございます。 

 ２８年度は、予算１億７６２１万９０００円

をもって、用地買収に必要な地積測量図作成業

務委託など３件、用地取得５件、補償２件、照

明設備工事など４件を実施しており、決算額は

４１０１万２０００円でございまして、進捗率

としましては２８年度末で事業費換算して７

３.４％でございます。 

 また、本事業に対する交付金が１１月の補正

予算で確保されたこともあり、用地買収及び移

転補償に要する期間が不足したことと、その完

了を待って施工する予定の工事もできなくなっ

たことで、２９年度へ１億２９７６万４０００

円を繰り越しております。 

 不用額５４４万３０００円は、市道取りつけ

部分の計画見直しに伴い、買収面積が減ったこ

とが主な理由でございます。 

 今後とも、２９年度末の供用開始に向けて、

計画的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 １４７ページをお願いします。 

 雨水ポンプ場施設整備事業では、市街地にお

ける浸水防除を目的に、既設の雨水ポンプ場施

設の改築更新を行っております。 

 ２８年度は、日奈久浜町にあります雨水ポン

プ場改築工事の第２期としまして、主に電気設

備工事を行い、予算額９９５８万４０００円に

対して、決算額は９０４６万９０００円でござ

います。 

 ２９年度への繰り越し８９７万円は、耐震補

強工事の入札が不調になり、仕様を見直して再

入札をしたものの、適正工期が確保できなくな

ったことが主な理由でございます。 

 次に、市内一円都市下水路整備事業は、主に

都市計画用途区域内の排水路の改良及び維持管

理を行うことで、浸水防除と環境整備に寄与す

るものでございます。 

 ２８年度は、排水路改良工事１３件、排水路

の修繕など２７件を主な内容として、予算６８

５６万２０００円に対して、決算額を４３４４
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万４０００円としております。 

 また、熊本地震の影響で作業員、特に資格や

能力を要する交通誘導員や石工の手配が厳し

く、入札不調となったものもあり、２４７０万

円を２９年度へ繰り越しさせていただいており

ます。 

 不用額４１万８０００円につきましては、入

札残が主なものでございます。 

 今後の方向性としましては、農用地の宅地化

や住民の高齢化などで、地元による排水路の維

持管理が難しくなり、しゅんせつの要望が年々

多くなってきていますことから、規模の拡充が

必要と考えております。 

 １４８ページをお願いします。 

 市内一円公園施設整備事業では、既存公園の

施設整備の中で補助事業の対象にならない比較

的小規模な工事に対して、市の一般財源を充て

て進めております。 

 ２８年度は、予算７０３万７０００円で、日

奈久ドリームランドのフェンス設置工事など工

事を４件、球磨川河川緑地へ設置予定のトイレ

新設工事設計業務委託など委託２件を実施し、

決算額は６９７万５０００円でございます。 

 ２９年度への繰り越しはなく、不用額６万２

０００円は入札残でございます。 

 次に、都市公園安全・安心対策緊急支援事業

では、老朽化した公園施設の改築更新を行うと

ともに、震災１次避難場所として指定された公

園に備蓄倉庫の設置を行うなど、公園利用者の

安全確保と防災機能の向上を図るものです。 

 ２８年度は、予算額４５４９万７０００円

で、水島公園のトイレ改築に伴う設計業務委託

１件を実施し、決算額は４８万６０００円でご

ざいます。 

 また、２９年度への繰り越し１５６３万８０

００円は、球磨川河川緑地のトイレ造成工事を

計画しておりましたが、管理者との占用協議に

不測の期間を要したことで、工事発注がおく

れ、年度内に完了できなかったものです。 

 不用額２９３７万３０００円につきまして

は、主な財源となります国庫支出金の内示額が

予定より少なかったためでございます。 

 １４９ページをお願いします。 

 公園施設長寿命化対策支援事業では、都市公

園の老朽化してきた施設の長寿命化を図るため

の計画を策定し、その計画に基づいて効率的に

施設の改築更新を行うものでございます。 

 ２８年度は、予算額２９７７万７０００円

で、上片児童公園の遊具改築１件と施設改築設

計の委託を２件実施し、決算を７４１万９００

０円としております。 

 また、２９年度への繰越額１１４５万８００

０円は、球磨川河川緑地にあるせせらぎ水路の

木製デッキ改築工事に伴う管理者協議に不測の

日数を要したため、工事の発注がおくれたこと

が主な理由でございます。 

 不用額の１０９０万円は、国庫支出金の内示

減によるものです。 

 次に、八千把地区土地区画整理事業は、良好

な市街地整備のために道路や公園等の整備改善

を行い、宅地の利用増進を図るものでございま

して、平成１２年度より古閑中町の面積４４ヘ

クタールの区域を市施行で取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 ２８年度は、都市計画道路や区画道路の築造

４８７メートル、建物や借家人への移転補償１

９件などを実施し、予算３億６３９７万８００

０円に対して、決算額は２億４１７８万４００

０円でございます。 

 また、２９年度への繰越額３９２８万５００

０円は、震災の影響もあり、補償物件である建

物の解体業者の手配がおくれたことで、その後

に施行予定の道路築造工事の施工もできなくな

ったことが主な理由でございます。 

 不用額の８２９０万９０００円は、国庫支出

金の内示減によるものです。 
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 １５０ページをお願いします。 

 八千把地区土地区画整理保留地販売促進事業

は、土地区画整理事業の財源の一つである保留

地処分金を早期に確保するために、民間の力を

活用し、販売の促進を図るものでございます。

その方法としましては、購入を希望する方を市

に紹介いただき、売買が成立した場合、その仲

介業者などに紹介料を交付するものです。 

 ２８年度は、予算額３４７万９０００円で、

紹介を受けて売買が成立した３件に対し、紹介

料として８６万２０００円を支出しておりま

す。不用額の２６１万７０００円につきまして

は、想定した売買成立見込みが達成できなかっ

たことによるものでございます。 

 次に、本庁舎等閉鎖に伴う移転事業（災害関

連）は、昨年の熊本地震で被災した八千把地区

土地区画整理事務所の修繕及び破損した備品の

購入と、本庁舎の閉鎖に伴い、都市整備課本課

の事務所仮移転に要した事務用品等を購入する

ために、単年度事業として予算化したものでご

ざいます。主な内容としましては、予算額６１

万円に対して、事務所の修繕に３６万９０００

円、備品や事務用品購入に２２万６０００円を

執行し、決算額は５９万５０００円でございま

す。 

 １５１ページをお願いします。 

 公営住宅施設整備事業では、市営住宅の危険

または老朽箇所を計画的に整備することで、安

全で良好な住宅を供給するとともに、施設の長

寿命化によって事業全体の建設コスト縮減を図

るもので、市が管理する３１団地を対象とする

ものです。 

 ２８年度は、予算額１２４７万８０００円

で、海士江団地で６戸の電気温水器取りかえ工

事、新町団地と植柳上町第一団地の全戸で、落

雷などから家電製品の損傷を防ぐためのブレー

カー改修工事、流藻川団地で４戸の浴室防水修

繕などを実施し、決算額は１２２１万３０００

円で、不用額の２６万５０００円は入札残が主

なものです。 

 次に、公営住宅ストック総合改善事業では、

市営住宅を長く維持し、総合的な建設コストを

抑えることを目的に、八代市営住宅長寿命化計

画を策定し、平成２３年度から取り組んでいる

ものでございます。 

 ２８年度は、予算額４５７１万円で、築添団

地２棟及び高島団地１棟の屋上防水工事、麦島

団地１棟の屋上防水及び外壁改修工事などを実

施し、決算額は４３９８万３０００円で、不用

額の１７２万７０００円につきましては、入札

残が主なものです。 

 それでは、少し飛びまして１９２ページをお

願いいたします。 

 ここからは公共土木施設災害復旧費になりま

す。この予算は、自然災害により被災した公共

土木施設を迅速に復旧することで公共の福祉を

確保するもので、道路橋梁施設、河川施設、公

園施設、住宅施設それぞれについて御説明いた

します。 

 最初に道路橋梁施設災害復旧事業では、被災

した道路の舗装やのり面、橋梁等の施設を復旧

するものです。 

 ２８年度は、４月の熊本地震を初めとして７

月の豪雨などによって、地盤の液状化に伴う路

面の亀裂や、のり面からの落石や路肩の崩壊な

どの災害が発生し、坂本町の下深水板ノ平線な

ど２７カ所の災害復旧工事や崩れてきた土砂撤

去などの応急復旧１４１件などの対応を行って

おります。 

 予算につきましては、災害が発生するたびに

補正での対応となり、最終的に予算額４億３０

９８万円で、決算額が３億１６９４万６０００

円となっております。 

 ２９年度への繰越額が３７６０万２０００円

となりましたのは、昨年度は災害が連続して発

生したことで、国の査定が大幅におくれ、発注
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がおくれたことと、地震災害復旧が本格化する

中、資機材等の不足が深刻化したことも加わ

り、年度内の完了ができなかったことが主な理

由でございます。 

 また、不用額７６４３万２０００円につきま

しては、この予算が、被災から直ちに概略調査

をもとにして計上しておりますことから、補助

査定や詳細調査の結果との差異が生じたことが

主な理由でございます。 

 次に、河川施設災害復旧経費では、被災した

堤防や護岸などの河川施設を復旧するもので

す。 

 ２８年度は、二見野田崎町の内野川など河川

施設の復旧工事６件、修繕２０件の復旧を行

い、予算額４２３０万に対して、決算額は３５

９３万６０００円となっております。 

 ２９年度への繰越額３９８万６０００円につ

きましては、泉町の栗木川の復旧工事で資機材

の納入等に不測の日数を要したことで、年度内

の完了ができなくなったことが主な理由でござ

います。 

 また、不用額２３７万８０００円につきまし

ては、先ほどの道路橋梁施設災害復旧事業と同

様に、予算見積額と実施額に開きが生じたこと

が主な理由でございます。 

 １９３ページをお願いします。 

 公園施設災害復旧事業では、被災した公園の

り面や園路、トイレなどの公園施設の復旧を行

うものです。 

 ２８年度は、予算額３５３０万円で、４月の

地震によって被災した高島公園の落石防止対策

など復旧工事４件や修繕１８件、その他手数料

や委託合わせて５２件を執行し、決算額３２２

０万円となっております。不用額は３１０万円

で、ほかの災害復旧事業と同様に、予算見積額

と実施額に開きが生じたことが主な理由でござ

います。 

 次に、住宅施設災害復旧事業は、昨年４月の

熊本地震により被災した市営住宅を復旧したも

のです。 

 主な内容としましては、井揚町団地のコンク

リートブロック擁壁のクラック修繕や郷開団地

の天井ひび割れなど、市全体で４７カ所の修繕

を行っております。 

 予算額１１３９万３０００円に対して決算額

が１１１６万８０００円で、不用額２２万５０

００円につきましては、入札残が主なもので

す。 

 第７款・土木費及び第１０款・災害復旧費

中、建設部関係分の主な事業に係る予算の執行

状況は以上でございます。 

 次に、第１２款・諸支出金につきましては、

歳入歳出決算書において説明させていただきま

す。決算書２１０、２１１ページをお願いいた

します。よろしいでしょうか。 

 ページ中ほどの項の２・土地開発公社費で

は、土地開発公社貸付事業１件を実施しており

ます。 

 この事業は、八代市の委託事業に伴い公社が

借り入れた事業資金にかかる利子分や運営費及

び一般管理費について市が負担するものです。 

 ２８年度は、土地開発公社の理事会開催に伴

う費用弁償並びに事務局で使用する消耗品費な

どが主なもので、予算６４万円に対して決算額

が同額の６４万円でございます。 

 続きまして、企業会計繰出金について御説明

いたします。決算書の１７０、１７１ページを

お願いいたします。 

 この１７１ページ備考欄下のほうでございま

すが、記載の項の５・都市計画費、目１・都市

計画総務費、節２８・繰出金の企業会計繰出金

事業（下水）では、予算現額１６億４９３９万

６０００円に対して、１５億９０００万円の繰

り出しを行っております。その差額の５９３９

万６０００円は、下水道事業が企業会計に移行

した初年度の２７年度決算における余剰金分を
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減額調整したことによる不用額でございます。 

 最後に、流用につきまして御説明をいたしま

す。これにつきましては、額が１００万円以上

の５件につきまして御説明いたします。 

 まず、決算書１６６ページをお願いいたしま

す。 

 右の備考欄をお願いいたします。備考欄中、

中ほどの１３８万２０００円は、目２・道路維

持費で節１５・工事請負費から節２２・補償、

補塡及び賠償金へ流用をしております。 

 これは、坂本町の災害防除工事におきまし

て、のり面に落石防止網の設置を計画しており

ましたが、予想以上に広い面積が支障になりま

したことから、新たに必要になった立ち木補償

に充てるために不足する補償費へ流用したもの

です。 

 次に、１７０ページをお願いいたします。 

 備考欄上段の１３８万３０００円は、目１・

港湾管理費の節１３・委託料へ、目２・港湾建

設費の節１５・工事請負費から流用しておりま

す。これは、港湾管理事業で２８年度に策定し

ました港湾長寿命化計画策定業務委託で１００

万円、同じく２８年度施工の鏡港しゅんせつ工

事に関連する土質成分調査委託費として３８万

３０００円の委託料が不足しましたことから、

工事請負費から流用したものです。 

 続きまして、備考欄中ほどの１３８万３００

０円は、目２・港湾建設費の工事請負費から上

段の目１・港湾管理費の委託料へ流用したもの

で、理由は先ほどの港湾管理費での説明と同様

です。 

 １７２ページをお願いします。 

 備考欄中ほどの１３３万７０００円は、目２

・街路事業費で節１３・委託料から節１１・需

用費へ流用しております。これは都市計画道路

西片西宮線整備に伴う埋蔵文化財調査で、報告

書の作成を当初、委託料で一括発注する予定で

したが、経済的に安価となるよう印刷のみを外

注としたため、その委託料を需用費中の印刷製

本費へ流用して執行したものです。 

 次に、その下段に記載の１７４６万２０００

円は、目２・街路事業費の節１５・工事請負費

へ、目５・区画整理費の節１５・工事請負費か

ら流用しております。 

 これは、ことし４月に開通しました都市計画

道路西片西宮線が最終年度を迎えましたもの

の、完成に必要な工事費が不足しましたことか

ら、区画整理事業地内で実施している都市計画

道路整備事業予算から工事請負費を流用して執

行したものです。 

 次に、１７４ページをお願いします。 

 備考欄の最も下の段に記載の１７４６万２０

００円は、目５・区画整理費、節１５・工事請

負費を目２・街路事業費の節１５・工事請負費

へ流用したもので、理由は先ほどの街路事業費

での説明と同様でございます。 

 最後に、２０４ページをお願いします。 

 備考欄中ほどの１１１万１０００円は、目２

・河川施設災害復旧費で節１１・需用費から節

１５・工事請負費へ流用したもので、これは泉

町の栗木川災害復旧事業におきまして、詳細設

計の結果、工事請負費が不足したことが主な理

由でございます。 

 以上で説明を終わります。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（中村和美君） お疲れさんでござい

ました。 

 それでは、以上の部分について質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 

○委員（堀 徹男君） じゃあ、調書の１４０

ページのですね、道路維持事業災害関連の分

で、不用額１０００円ということなんですけれ

ども、これは業務委託をされて２つの事業をさ

れたということですよね。で、委託は、これ入

札かなんかで業者を選定されたんでしょうか、

まず。 
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○土木課長（西 竜一君） おっしゃるとお

り、入札を実施しまして業者を決定いたしてお

ります。 

○委員（堀 徹男君） ということは、すごい

落札率というか、１０００円うまく残して入札

されたのかなと思うんですけれども、業者さ

ん、緊急を要する事業なので、何か理由かなん

かあったのかなと思いますけれども、説明がで

きればお願いしたいと思います。 

○委員長（中村和美君） １０００円に対し

て。 

○委員（堀 徹男君） いや、はい。落札率が

結構高いような気がするなと思いましてです

ね。 

○土木課長（西 竜一君） この災害関連予算

につきましてはですね、流用をかけてですね、

この緊急の調査を行っておりますので、最終的

に流用をかけたものについてはですね、必要な

くなったものについては流用を戻すというふう

な形に処理をしますので、今回きっちりなって

おります。 

 それと、注意看板を設置するというようなも

のがございますが、必要なところについてはで

すね、かなりあるもんですから、変更なりでで

すね、追加をさせていただいたということもあ

って、きっちりした予算になっているというこ

とになっております。 

○委員（堀 徹男君） じゃあ、もともとこの

予算の金額で入札かけたってわけじゃないとい

うことですかね。 

○土木課長（西 竜一君） そうですね。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（山本幸廣君） １４１ページ、市内一

円の道路の改良事業で、先ほど来、部長なり、

担当の次長からも説明があったんですが、主な

財源の中で、特定財源、地方債、一般財源、翌

年度の繰り越しが２億７９００万。不用につい

ては２３００万。 

 最終的に、今後の方向性のところでですね、

市による実施、規模の拡充という言葉が、四字

熟語じゃありませんけども、そういう中で、下

の方向性の改革改善の中でずっと、先ほど来、

説明があったんですけども、拡充するならば、

新しい平成２９年度新年度予算にどう反映する

かと、予算を。反映するかということになるわ

けですよね。これだけの繰り越しがあった中で

２９年度の予算書を見る中では、拡充という言

葉が、私はもう少しその予算を、予算編成のと

きでも、予算要求のときでもですね、ある程度

やっぱし予算要求をしなければ、この規模の拡

充という言葉なり、そしてまた人員なり、予算

の不足というのをですね、しっかり答弁する中

ではですね、やはり新年度平成２９年度の予算

に反映をしていかなきゃいかぬ。それが私は一

番大事だと思うんですよね。で、そこらあたり

をやっぱし今後、平成３０年、これからひと

つ、１２月になりますと予算編成、はっきり言

って皆さん方が大変苦労する時期が来るんです

けども、それについては平成３０年度について

は、市内道路一円についてはですね、たくさん

の校区要望が、先ほど来説明があったでしょ

う、校区要望が来ておると。それは橋梁も一

緒。何でも一緒ですよね、校区要望の中で。特

に道路についての校区要望というのはたくさん

上がってきとる。優先順位をつけながら、そし

て規模の拡充をする予算、人員、予算の確保を

するならば、やはりその校区要望というのが市

民の要望であるわけですね。校区要望というの

は。市民の方々が本当にこう生活道路なり、そ

してまた、今緊急性のある道路の舗装工事な

り、そういうのはもう市民の方々、物すごく今

求めて、こういうひとつの災害時期の中でです

ね、雨水時期になりますと、ほとんど舗装がつ

っぽげて、道路の修繕をしながら、土木課とし
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ては予算がない。そういう状況にあることはも

う担当部としては、湯野部長しっかり認めてお

られると思うんですよね。(｢はい」と呼ぶ者あ

り） 

 我々も、この予算書、決算書を見る中でです

ね、やっぱし改善をしなきゃいけないという状

況の中で、この数字としては必ず満足した数字

じゃないということをですね、まずはそれをお

聞きしたい。 

 それはなぜかといいますと、これは調書とい

うのはですね、皆さん方がつくられたんですけ

ども、最終的にはですね、提出をされるのは八

代市長中村博生なんですよ。提出は。 

 ですから、この問題、提出は市長が提出しと

るわけですから。このやっぱし文字について

は、しっかりしたですね、改善策なり、それに

ついては市長はやっぱり判を押しておられて、

提出をされたと思うんですよ。 

 そうなればですね、やっぱし私は次年度の反

映というのは、予算はある程度、予算の確保を

する中で、じゃあ、市長としてはこれだけの予

算、そのとおりだよということでですね、改善

された中で提出をされたということなら、私は

この決算についてもですね、何も言わないんで

すけども、ほかにもいっぱいあります。道路維

持も一緒ですよ。道路維持も。やっぱり人と予

算を確保しなければ規模の拡充というのはでき

ないということ。そして、予算をふやさなけれ

ばいけないということを、まず認識をしてほし

いと。決算の中でもですね。それはもう担当の

職員は物すごく苦労しとるわけでしょう。だか

ら、職員が前回については職員の確保というこ

とで、これは委員長書いてありますがですね、

職員の確保は土木でも２人ですよ。２９年度の

予算の、増員したのが。全体的にはペイなんで

すよ。２９年度のですね。事業課がどれだけ苦

労しとるかでしょう、職員が。これだけの災害

時がある。そしてまた市民の要望というのは、

道路改良なり、市内一円道路改良なり、たくさ

んの要望があるじゃない。要望箇所の整理をし

ておられると思うんですよ。その整理をした中

でですね、何％進んでおるかということが一番

の問題だと思うんですね。じゃあ、ころころ、

ころころ、はっきり言って３年に１回ぐらいに

道路改良していく、舗装工事をしていく。５０

年も６０年も舗装工事してないとこもたくさん

ある。道路改良。税の不公平さを感じるわけで

す。 

 そういうことがないようにするためには、や

はり規模を拡充するならば、予算化をやっぱり

していかにゃいかぬというのを、今回の決算の

中で、しっかり私は赤文字を書いておったんで

すけども。 

 ただ、職員の方々にですね、悪く、そういう

ことを何かという、そういうあれじゃないんで

すよ。決算としては、すばらしい決算の中で苦

労なされた決算、それは不用も繰り越しも何か

の理由があってしとるわけですから。ただ、こ

の中で、調書の中でも、今後の方向性と今後の

方向性の改革改善の取り組みについては、最終

的には予算と職員、増額していき、事業課には

増額していただき増員していただく、これはや

っぱし要求してほしいと思いますが、いかがで

すか。 

○委員長（中村和美君） 山本委員、今、意見

だと思います。質疑じゃなくて。だから、質疑

を今受けておりますので、もうちょっと具体的

に。今、山本委員の市内一円道路改良事業の中

のどこのどこをどうなっとるかというのはいい

ですけど、今のは私は意見だと思いますので、

もうちょっとまとめてですね……。 

○委員（山本幸廣君） 意見じゃないって、委

員長って。質問を。 

○委員長（中村和美君） いやいや……。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、委員長って、

質問ば答えてもらいなさいよ。 
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○委員長（中村和美君） いや、ですから…

…。 

○委員（山本幸廣君） 何の、何のあれです

か。 

○委員長（中村和美君） じゃあ、いいです

か。じゃ……。 

○委員（山本幸廣君） 意見じゃなかたい。何

の意見だろうか。 

○建設部長（湯野 孝君） 山本委員おっしゃ

られましたとおりですね、公共土木施設、特に

今、道路に関しては改良及び維持事業ですね。

非常に熊本地震を昨年受けまして、かなりのや

っぱり災害箇所も出てきたと。それから、公共

土木施設に関しましては、多くがですね、高度

成長期にできて、今非常に老朽化で、そういっ

たところも激しくなってきている。それと一般

的に生活道路あたりも見ますと、維持経費もか

なり今出てきていると。 

 来年度要望に関しましても、確かに住民の方

から１０００幾つぐらい要望が来てると。その

うちの７割ぐらいが今、土木部門かなというと

ころで今考えております。非常にやっぱり要望

とかですね、そういった施設の老朽化あたりに

関しましても、非常に予算、事業費あたりがか

かるのかなというふうに大変我々も思っており

ます。 

 だけん、来年度に関しましては非常に我々と

しても要求していきたいというふうに、委員お

っしゃられましたとおりですね、考えておりま

す。 

 それと、今ありました人員ですね。技術者の

確保についてもですね、なかなかやっぱり建設

部の技術職員にはかなり御苦労かけてると。熊

本地震の影響からですね、非常にもう残業とか

ですね、そうしたところで御迷惑かけたなとい

うふうなところも思っておりますのでですね、

来年度人員確保についても要望していきたいと

いうふうには考えております。 

 貴重な意見、ありがとうございました。 

○委員長（中村和美君） 簡単に。 

○委員（山本幸廣君） 簡単にって、明快の中

で、その質疑をしとるわけですけん、委員長、

その整理の仕方というのはもう少し考えなっ

せ。なぜかといいますと、委員長ですね、これ

は先ほど来説明があったから、私はその説明の

中で質疑をしよるわけでしょう。 

○委員長（中村和美君） 質疑じゃないでしょ

う、今のは。 

○委員（山本幸廣君） 何ですか。 

○委員長（中村和美君） 意見じゃないです

か。私は意見だととりました。 

○委員（山本幸廣君） それはあなたがとり方

たい。意見じゃない。意見ならば、何も言う必

要なかもん。内容的に私が今言うたとを整理し

てくださいよ。 

 そういう中で、２８年度の決算と予算の決算

の中でですね、執行部からの説明があったか

ら、私は今質問をしよるわけですから、それに

ついて答弁をしてくださいということです。 

 今、部長の答弁ですっかりわかりましたの

で、そこらあたりについては次年度の配慮の中

でですね、予算編成の中でもひとつ頑張ってい

ただきたいと思います。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（堀 徹男君） １４５ページのです

ね、庁舎周辺道路計画事業。これさっきと同じ

で、予算決算で不用額ゼロで、業務委託とされ

ていますけど、こちらも入札だったんでしょう

か、それとも……。 

○建設政策課長（涌田直美君） 建設政策課、

涌田です。今の御質問ですが、この庁舎周辺の

道路計画につきましては、２年間の債務負担行

為で組んでおりまして、１年度分、２８年度分

が３００万円分の支払いが完了したということ

で支払っております。なので、２９年度分はま

た別の２９年度予算のほうで執行しますので、
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この部分がまだあるということでなります。 

○委員（堀 徹男君） なるほど。はい、わか

りました。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（太田広則君） １５１ページの公営住

宅施設整備事業です。 

 市はですね、危険老朽箇所整備計画を５年間

の見直しをしながらですね、計画性を持って行

うということになっておりますが、市営住宅の

畳取りかえが築添団地で６戸、７９.５畳って

なってますが、ここに至った経緯ですね。これ

は計画性を持ってやったのか、それとも要望が

あってやったのか。こういう畳張りかえに計画

性があるのかというのが１点。 

 それから、私、個人的に思ってます。地元に

迎町団地があるんですけども、危険空き家がで

すね、１戸だけ、ここでは解体工事が行われて

いるようですけれども、この辺の計画性。一般

質問でもしたことあるんですけども、老朽化し

た市営住宅を解体工事計画を持ってやるという

ことなんですが、なかなか進んでないような気

がするんです。ですから、その辺の今後の計画

も含めて、なぜこの３件で解体工事が終わった

のかというのを含めて、ちょっとお伺いしたい

と思います。 

○建築住宅課課長補佐兼住宅係長（森田健治

君） 建築住宅課の森田でございます。今の御

質問の、まず１点目、畳取りかえ事業でござい

ますが、入居者の方が入居されまして３０年以

上同じお部屋にお住まいの場合に畳の取りかえ

というのを行っております。入退去のですね、

入れかわりがありましたときには、職員がお部

屋に参りまして、畳の損傷ぐあいというのを検

査する機会があるんですが、３０年以上長く住

んでおられますと、損傷というのが把握できま

せんので、３０年以上お住まいいただいた方に

は取りかえを行っております。 

 それと、迎町団地を初めとした老朽化した空

き家の解体でございますが、毎年ですね、予算

を要求しておりまして、３戸の解体ということ

でしか、ちょっと予算が認められないという事

情もありましたが、平成２９年度には一応５戸

予算化をしておりまして、今年度は５戸、来年

度はもっとですね、解体をしたいと思います。 

 現在、こうした空き家というのが市内には４

４戸ほど残っております。 

 以上でございます。 

○委員（太田広則君） ３０年以上というのを

ですね、私も今初めて知ったんですけども、例

えば、入居を繰り返しされたときにも老朽化し

てたら、その都度。先ほど答弁にあったかと思

います。もう一回ちょっと確認ですが、その都

度、例えば、入居入れかえのときに畳がほんと

老朽化してたら、かえていってるというふうに

判断していいわけですか。 

○建築住宅課課長補佐兼住宅係長（森田健治

君） 今、取りかえですね、床の。入退居の入

れかわりのあるときには、お客様に畳表の張り

かえというのはお願いしてるところございま

す。ただ、その際に畳床が傷んでる場合は、市

のほうで取りかえをさせていただいておりま

す。 

 以上です。 

○委員（太田広則君） わかりました。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（山本幸廣君） それでは簡単にいきま

す。１３６ページ、民間建築物の耐震化の促進

事業。先ほど来説明があった中で、診断する建

築業者が少なかったから、決算額としては７２

万５０００円と。不用額も出とるわけでありま

すけども、この中で２９年度の、今先ほど来説

明がありました、耐震のシェルター工事へと。

最終的にはここまでというメニューがあります

が、その１年間の中で、その耐震診断する方々

の業者の選定等々でどれだけの業者がそれにか

かわっておられるのか。そして、はっきり言っ
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て暇な人がどれだけおるのかわからないと思い

ますけども、そういう中で、もしもこれがこと

しもですね、決算の中で不用額として繰り越し

等が出ることならないようにするためにはです

ね、技術者の確保というか、職員の中でこれだ

けの診断、１戸建ての木造診断はできないかな

と私は思うんですけど、そこらあたりの説明し

てください。おるか、おらないか。説明して。 

○建設指導課長（宮端晋也君） 建築指導課、

宮端でございます。よろしくお願いします。 

 まず、業者。民間の耐震診断に関しまして、

対応できる業者の状況でございますが、ちょっ

と数の正確な数字は、済いません、ちょっと手

元にございませんが、十数社、市内に業者さん

はいらっしゃるというところで考えています。 

 それから、２８年度決算で不用が出ておりま

すが、次年度不用額が出ないようにということ

でございました。 

 これにつきましてはですね、今年度はちょっ

と事業の中身を変えておりますけども、熊本県

の復興基金の対応がございまして、先ほど委員

さんおっしゃいましたシェルターというような

メニューも、新たに加わっているところでござ

いますが、これもなかなかですね、計画した件

数に対しまして、申請の件数はちょっと伸びが

あんまりよろしくないという状況ではございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） そこでですね、お伺い

したいのは、やはりシェルターについてもこれ

はもう啓蒙をしなければなかなかですね。今ほ

とんど個人の方が、市民の方々、シェルター、

シェルターと言っているんで、２分の１補助は

できんかなと。シェルター工事の中でという、

そういう声も聞きますので。私は、これはもう

要望であります。よろしければ、はっきり言っ

て十数社については、ことしの予算を計上して

はおるわけですから、なるだけなら繰り越しが

ないようにですね、努力してほしいと。それに

ついては、業者に対してもですね、早目にです

ね、接するようにしていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） １４３ページの港湾施

設整備事業のですね、説明のときに、ボランテ

ィアが来られたので、人件費が浮いたというよ

うな説明だったかと思いますけれども、具体的

にどんな作業をこれはされたんでしょうか。事

業そのもの。 

○土木課長（西 竜一君） 日奈久のですね、

埋立地。今、公園であるとか、ＪＲＡとかです

ね、大型の発電施設といいますか、太陽光の発

電施設等があります埋立地がございます。それ

の海側にですね、堤防を築いてありまして、地

域への活性化ということで、そこに妙見さんの

お祭りであるとか、花火大会であるとか、そう

いうののレリーフをですね、設置しておりま

す。それ大分前に設置したんですが、それがで

すね、カラーの部分、タイルを張ってあった

り、着色をしてあったりする部分があったんで

すが、そのカラーの部分がですね、剥がれたり

とか、落ちたりしているということで、以前か

らもレリーフをもとどおりにというふうな要望

等もございましたのでですね。今回ですね、そ

の色の復旧といいますか、タイル等を張り直す

とか、そういうものをやろうということでなり

まして、当初はですね、業者に発注してという

ことで考えておりましたが、地元の有志の方々

等もですね、じゃあ、自分たちでやろうよとい

うような話もあって、で、それに職員も加わり

ましてですね、材料代だけを購入してやること

ができたというような状況でございます。 

○委員（堀 徹男君） ありがとうございまし

た。 

 そしたらですね、今後の方向性も市による実

施ということで、ほかにも港湾施設の整備事業
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で、そういった事業を今年度になるんですけ

ど、やられたのか。３０年度も計画されてるの

か。 

○土木課長（西 竜一君） 今年度については

ですね、予算計上をしておりません。この事業

は行っておりません。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。意見がありましたら、お願い

します。ありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第８６号・平成２８年度八代市一般会計

歳入歳出決算中、当委員会関係分について、こ

れを認定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。（｢どうも

ありがとうございました」と呼ぶ者あり）執行

部の入れかわりのため、小会します。 

（午後２時１９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時２０分 本会） 

◎議案第９１号・平成２８年度八代市農業集落

排水処理施設事業特別会計歳入歳出決算 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、議案第９１号・平成２８年度八代市農

業集落排水処理施設事業特別会計歳入歳出決算

について、下水道総務課から説明を願います。 

○建設部長（湯野 孝君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）建設部長の湯

野でございます。よろしくお願いいたします。

着座にて説明させていただきます。 

○委員長（中村和美君） はい。 

○建設部長（湯野 孝君） それでは、議案第

９１号・平成２８年度八代市農業集落排水処理

施設事業特別会計及び議案第９２号・平成２８

年度八代市浄化槽市町村整備推進事業特別会計

歳入歳出決算の総括を述べさせていただきま

す。 

 資料につきましては、決算書及び主要施策調

書その２でございます。 

 建設部所管では、衛生的で快適な暮らしを確

保し、川や水の水質を保全していくため、引き

続き面的整備と処理場の老朽化した施設の改築

並びに水洗化の普及促進や経営の安定化、効率

化を図る目的で、公共下水道事業、農業集落排

水処理施設事業、浄化槽市町村整備推進事業を

推進しております。 

 このうち、公共下水道事業につきましては、

平成２７年度より特別会計から公営企業会計に

移行し、決算につきまして、平成２８年度八代

市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定

を、さきの９月議会に上程し、御承認をいただ

いております。 

 したがいまして、本委員会では、農業集落排

水処理施設事業、浄化槽市町村整備推進事業特

別会計の決算について、御説明させていただき

ます。 

 まず、農業集落排水処理施設事業であります

が、東陽町、泉町の農業集落排水処理施設の適

切な維持管理を行うことにより、施設の故障な

どを未然に防止し、生活環境の向上を図ること

を目的としております。整備率は１００％でご

ざいますが、平成２８年度末の対象戸数７４２

戸に対しまして、接続戸数は６０４戸、水洗化

率は８１.４％でありまして、まだ未接続世帯

がありますことから、さらなる水洗化の普及促

進に努めているところでございます。 

 次に、浄化槽市町村整備推進事業では、東陽

町、泉町の浄化槽市町村整備推進事業区域にお

いて、市が主体となって合併処理浄化槽を設置
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し、生活排水処理を行うことにより、当該地区

の生活環境の向上を図るとともに、公共用水域

の水質を保全することを目的としております。 

 平成２８年度末の設置基数は４２４基、整備

率は６０.６％でありまして、未設置の世帯が

ありますことから、今後も引き続き水洗化の普

及促進に努めてまいります。 

 なお、平成２８年度末の債務残高につきまし

ては、２つの特別会計合わせて、前年度から５

０２２万７０００円減の５億９５９万円でござ

います。 

 今後も、冒頭申し上げました事業目的の達成

のため、公共下水道事業ともども、さらなる経

営の安定化と効率化に努めてまいる所存であり

ます。 

 以上、平成２８年度決算における建設部所管

分の２つの特別会計分の総括とさせていただき

ます。 

 なお、詳細につきましては、西田下水道総務

課長より説明させますので、よろしくお願いい

たします。 

○下水道総務課長（西田修一君） こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）下水道総

務課の西田でございます。よろしくお願いいた

します。 

 それでは、議案第９１号・平成２８年度八代

市農業集落排水処理施設事業特別会計歳入歳出

決算につきまして、平成２８年度における主要

な施策の成果に関する調書その２及び決算書を

用いまして御説明いたします。それでは、着座

にて御説明させていただきます。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○下水道総務課長（西田修一君） 失礼いたし

ます。 

 それでは、お手元の主要な施策に関する調書

の２３６ページをお願いいたします。 

 農業集落排水処理施設事業でございます。決

算額合計は、歳入歳出ともに１億５１３万２０

００円で、実質収支額はゼロ円でございます。 

 次に、２３７ページの上段をお願いいたしま

す。農業集落排水処理施設事業でございます。 

 この事業は、東陽町、泉町の農業集落排水処

理施設の適切な維持管理を行うことにより、施

設の故障などを未然に防止し、生活環境の向上

を図ることを目的といたしております。 

 平成２８年度の決算額は２７３４万１０００

円で、決算の主な内容といたしましては、施設

電気料３５１万２０００円、マンホールポンプ

４７カ所の電気料２９２万円、警報装置電話料

１４１万４０００円、汚泥引抜運搬手数料１７

８万２０００円、処理施設管理委託１１５２万

４０００円などでございます。 

 なお、財源といたしましては一般会計繰入金

６１万円、使用料２６７３万１０００円でござ

います。また、不用額が５１８万３０００円生

じておりますが、主なものは施設関係の修繕が

少なかったことによる需用費の残、及び委託料

の残などでございます。 

 今後の方向性といたしましては、東陽地区及

び泉地区の中心部で実施しており、有効な生活

排水処理施設であるため、本事業を継続してい

くとしておりますので、市による実施、現行ど

おりといたしております。 

 次に、歳入につきましては、平成２８年度八

代市特別会計歳入歳出決算書を用いまして御説

明いたします。 

 決算書の１１２ページ、１１３ページをお願

いいたします。決算額につきましては、１００

０円未満を切り捨てて御説明いたします。 

 まず、款１・分担金及び負担金の項１・分担

金、目１・農業集落排水事業費分担金でござい

ますが、市の条例に基づきまして、使用者にま

す設置工事費の一部を負担していただくことと

しておりまして、１世帯につき１０万円の負担

金を徴収いたしております。収入済額は１０万

円となっております。これは、泉地区におきま
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して１件の公共ます設置工事を実施したことに

よるものでございます。 

 次に、款２・使用料及び手数料でございます

が、項１・使用料、目１・農業集落排水処理施

設使用料では、収入済額が３５１９万８０００

円で、昨年度より５９万３０００円の減となっ

ております。なお、現年分の収納率は昨年度よ

り０.１ポイント減少し、９７.４％でございま

す。 

 今後とも、財源を確保するため、粘り強く使

用料の徴収を行いまして、収納率の向上に努め

てまいりたいと考えております。 

 項２・手数料、目１・農業集落排水手数料

は、使用料に係る督促手数料で、収入済額１万

４０００円、延べ１４０件分でございます。 

 次に、款３・繰入金の項１、目１・一般会計

繰入金は、予算額６４５１万７０００円に対し

まして、収入済額が５９３２万円でございま

す。前年度より６３２万５０００円の減となっ

ておりますが、これは主に元利償還金及び需用

費の減によるものでございます。 

 次に、１１４ページ、１１５ページをお願い

いたします。 

 款６・市債の、項１・市債、目１・農業集落

排水事業債は、予算額１１６０万円に対しまし

て、収入済額が１０５０万円でございます。こ

れは備考欄に記載しております東陽地区及び泉

地区にかかわる農業集落排水事業の資本費平準

化債でございます。資本費平準化債とは、元金

償還金を繰り延べ、現在の利用者の負担を和ら

げ、今後の利用者にも負担を求めるために発行

する起債のことでございます。 

 なお、農業集落排水処理施設事業債の元金償

還が５１７９万６０００円でございますので、

平成２８年度末の現在高は４億１６１６万円

で、前年度に比べ４１２９万７０００円減少い

たしております。 

 以上、歳入合計収入済額は１億５１３万２０

００円でございます。 

 以上で議案第９１号・平成２８年度八代市農

業集落排水処理施設事業特別会計歳入歳出決算

の説明を終わります。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） １件だけいいですか。

決算書の１１３ページ、１１２ページの、諸収

入の延滞金加算金及び過料ですか。これは全然

ないっていうのは、使用料を払ってないところ

の回収ができてないということなんですかね。 

○下水道総務課副主幹兼水洗化促進係長（吉永

哲也君） お答えいたします。 

 延滞金という形ではございませんで、督促料

という形で徴収をさせていただいておりますの

で、この延滞金過料というのは発生はしており

ません。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） はい、わかりました。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終わり、意見がありましたら、お願いしま

す。 

○委員（山本幸廣君） 説明があったんですけ

ども、どうしてもですね、これを改善するのは

難しいんですよ。農集排はな。これはもう利用

者の、はっきり言って受益者の原則なんですけ

ども。そこらあたりについてはどう対処したら

いいのか。特に、はっきり言ってから一般会計

からの繰り入れも含めてですよ。どうしてもで

きないというふうな状況になって、１００％い

ってもですね、それはなかなか難しいんで、こ

の事業というのは、──という意見です。 

 以上。（笑声あり）それは、意見、何言うと

かい。（笑声あり） 
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○委員長（中村和美君） よろしいですか。

（｢はい」と呼ぶ者あり）ほかございません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９１号・平成２８年度八代市農業集落

排水処理施設事業特別会計歳入歳出決算につい

て、これを認定するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。(｢どうもあ

りがとうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第９２号・平成２８年度八代市浄化槽市

町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第９２号

・平成２８年度八代市浄化槽市町村整備推進事

業特別会計歳入歳出決算について、下水道総務

課から説明願います。 

○下水道総務課長（西田修一君） では、引き

続きよろしくお願いいたします。 

 議案第９２号・平成２８年度八代市浄化槽市

町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算につき

まして、平成２８年度における主要な施策の成

果に関する調書その２及び決算書を用いまして

御説明いたします。それでは、着座にて御説明

させていただきます。失礼いたします。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○下水道総務課長（西田修一君） お手元の主

要な施策の成果に関する調書の２３８ページを

お願いいたします。 

 まず、浄化槽市町村整備推進事業の決算額で

ございます。決算額合計は、歳入歳出ともに５

７３７万８０００円で、実質収支額はゼロ円で

ございます。 

 次に、２３９ページの上段をお願いいたしま

す。市町村設置浄化槽維持管理費でございま

す。 

 この事業は、東陽町、泉町の浄化槽市町村整

備推進事業区域において、市が主体となって設

置した合併処理浄化槽の適切な維持管理を行う

ことにより、当該地区の生活環境の向上を図る

とともに、公共用水域の水質を保全するもので

ございます。 

 平成２８年度の決算額は２６６４万７０００

円で、決算の主な内容といたしましては、浄化

槽設置基数４２４基のうち、実際に維持管理を

行っております４１３基に係る法定検査手数料

１５８万３０００円、消化槽保守点検清掃業務

委託２４５７万６０００円などでございます。 

 なお、財源といたしましては、一般会計繰入

金９５万８０００円、使用料２５６８万９００

０円でございます。 

 また、不用額が１２０万３０００円生じてお

りますが、主なものは保守点検・清掃委託料の

残などでございます。 

 今後の方向性といたしまして東陽地区及び泉

地区の農業集落排水処理区域外で実施してお

り、有効な生活排水処理であるため、本事業を

継続していくとしておりますことから、市によ

る実施、現行どおりといたしております。 

 次に、下段をお願いいたします。市町村設置

浄化槽整備費でございます。 

 この事業は、東陽町、泉町の浄化槽市町村整

備推進事業区域において、合併処理浄化槽を設

置し、生活環境の向上を図るものでございま

す。平成２８年度の決算額は２５９万６０００

円でございます。決算の内容といたしまして

は、工事請負費２５０万６０００円が主なもの

でございます。 

 なお、財源は、浄化槽整備推進事業県補助金

４１万７０００円、浄化槽整備推進事業債１７

０万円、一般会計繰入金１７万９０００円、受

益者分担金３０万円でございます。また、不用
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額が２３７万６０００円生じておりますが、そ

の主なものは、合併処理浄化槽７人槽４基を設

置予定としておりましたが、実際は５人槽３基

の設置申請にとどまったことによる工事請負費

の残によるものでございます。 

 今後の方向性といたしましては、東陽地区及

び泉地区の農業集落排水処理区域外で実施して

おり、有効な生活排水処理であるため、市によ

る実施、現行どおりといたしております。 

 次に、歳入につきましては、平成２８年度八

代市特別会計歳入歳出決算書を用いまして御説

明いたします。決算書の１２８ページ、１２９

ページをお願いいたします。決算額につきまし

ては、同様に１０００円未満を切り捨てて御説

明いたします。 

 款１・分担金及び負担金の項１・分担金、目

１・浄化槽整備推進事業費分担金でございます

が、合併処理浄化槽を市で設置します際、条例

に基づきまして１基当たり１０万円の分担金を

徴収いたしております。当初予算額では、浄化

槽４基分４０万円の分担金を計上しておりまし

たが、浄化槽設置工事が３件でございましたの

で、収入済額は３０万円でございます。 

 次に、款２・使用料及び手数料でございます

が、項１・使用料、目１・浄化槽整備推進事業

使用料は、収入済額２５６７万円で、前年度よ

り４８万２０００円の増収でございました。な

お、現年分の収納率は昨年度より０.４ポイン

ト減少し、９７.３％でございます。 

 今後とも、財源を確保するため、粘り強く使

用料の徴収を行いまして、収納率の向上に努め

てまいりたいと考えております。 

 項２・手数料、目１・浄化槽整備推進事業手

数料は、使用料に係る督促手数料で、収入済額

１万５０００円は延べ１５０件分でございま

す。 

 次に、款３・県支出金の項１・県補助金、目

１・浄化槽整備推進事業費県補助金は、２８年

度に設置した浄化槽に対する補助金及び前年度

に設置した浄化槽に対する交付金で、予算額５

５万８０００円に対し、収入済額は４１万７０

００円でございます。 

 款４・財産収入の項１・財産運用収入、目１

・利子及び配当金は、八代市浄化槽市町村整備

推進事業減債基金条例に基づく基金の利子受け

入れ分でございまして、予算額と同額の３００

０円でございます。 

 次に、１３０ページ、１３１ページをお願い

いたします。 

 款５・繰入金の項１、目１・一般会計繰入金

は、予算現額２６６４万７０００円に対し、収

入済額が２５１７万２０００円でございまし

て、前年度より４８１万７０００円の減額とな

っております。 

 次に、目２・基金繰入金の収入済額は、予算

額と同額の４１０万円でございます。 

 この基金は、将来の起債償還の償還財源とす

ることを目的として旧東陽村及び旧泉村が積み

立てていたものを、合併によりまして継承した

ものでございます。 

 平成２８年度から平成３２年度まで、減債基

金繰入基金として５年で取り崩しを行うもので

ございます。なお、平成２８年度末の基金残高

は７５３万円でございます。 

 次に、款８・市債の項１・市債、目１・浄化

槽整備推進事業債は、予算額３８０万円に対し

まして、収入済額１７０万円でございます。こ

れは、泉地区浄化槽整備事業の合併処理浄化槽

設置工事３件に伴うものでございます。 

 なお、浄化槽市町村整備推進事業債の元金償

還が１０６３万１０００円でございますので、

平成２８年度末の現在高は９３４２万９０００

円で、前年度に比べ８９３万１０００円減少い

たしております。 

 以上、歳入合計収入済額は５７３７万８００

０円でございます。 
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 以上で議案第９２号・平成２８年度八代市浄

化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算

の説明を終わります。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。ありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決をします。 

 議案第９２号・平成２８年度八代市浄化槽市

町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算につい

て、これを認定するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決定しました。（｢あり

がとうございました」と呼ぶ者あり） 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全て終了いた

しました。 

 これをもって、建設環境委員会を散会いたし

ます。 

（午後２時４２分 閉会） 
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